
第
一
章
　
田
部
家
の
由
来
と
た
た
ら
製
鉄
業
の
展
開

相
良
　
英
輔

は
じ
め
に

雲
両
市
吉
田
町
の
田
部
家
は
、
昭
和
十
二
年
時
点
で
二
万
五
〇
〇
〇
町
歩
の
山
林

を
所
有
し
、
全
国
的
に
も
有
数
の
山
林
地
主
で
あ
り
、
さ
ら
に
田
地
三
七
二
町
歩
、

畑
地
九
四
町
歩
も
所
有
し
、
l
〇
二
〇
人
の
小
作
人
を
擁
し
て
い
た
耕
地
地
主
で
も

(
-
)

あ
っ
た
。
田
部
家
が
戦
国
時
代
あ
る
い
は
近
世
初
期
か
ら
近
代
の
大
正
中
期
ま
で
、

た
た
ら
製
鉄
業
を
営
み
山
林
や
耕
地
を
集
積
し
、
資
産
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
は

周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
、
あ
る
時
点
で
の
田
郡
家
の
資
産
の

実
態
を
紹
介
し
た
も
の
は
あ
る
が
、
そ
の
成
長
過
程
を
実
証
的
に
述
べ
た
も
の
は
い

ま
だ
に
な
い
。
田
部
家
の
全
面
的
史
料
公
開
を
機
会
に
、
田
郡
家
が
ど
の
よ
う
な
荏

過
を
経
て
、
全
国
有
数
の
山
林
地
主
・
た
た
ら
経
営
者
と
な
り
、
さ
ら
に
島
根
県
育

数
の
地
主
と
な
っ
て
い
っ
た
か
を
実
証
的
に
研
究
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿

は
田
郡
家
の
史
料
目
録
調
査
の
途
中
で
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の
契
機
と
な
る
よ
う
な

史
料
を
紹
介
し
、
若
干
の
分
析
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

田
部
家
の
研
究
は
、
た
た
ら
研
究
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
が
、
た
た
ら
研
究
も
田

部
家
研
究
も
す
で
に
戦
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
い
く
ら
か
そ
の
紹
介
も
し
て

お
き
た
い
。

3
E
C
刑

大
正
六
年
の
『
歴
史
地
理
』
に
、
五
回
に
わ
た
っ
て
山
田
新
1
郎
氏
「
神
代
史
と

中
国
鉄
山
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
稿
は
、
「
出
雲
風
土
記
」
「
古
事
記
」

「
日
本
書
紀
」
な
ど
古
代
の
古
典
を
徹
底
的
に
吟
味
し
て
い
る
が
、
二
、
三
注
目
し

た
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
金
屋
子
神
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
山
田
氏
は
江

戸
時
代
・
天
明
四
年
(
一
七
八
四
)
伯
書
の
国
日
野
郡
出
身
の
下
原
重
仲
に
よ
っ
て

固
m

書
か
れ
た
「
鉄
山
必
用
記
事
」
を
援
用
し
っ
つ
、
金
屋
子
神
を
「
中
国
西
部
の
鉄
山

特
有
の
鉄
及
鉄
業
神
な
り
と
認
め
ら
る
べ
-
」
「
我
古
典
に
顕
れ
ざ
る
特
殊
の
神
と

す
る
外
な
か
ら
ん
」
と
し
、
「
其
他
諸
国
に
も
金
屋
子
神
あ
る
を
聞
か
ず
」
と
い
う
。

金
屋
子
神
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

い
ま
1
つ
、
今
日
よ
-
伝
え
ら
れ
て
い
る
説
と
し
て
、
山
田
氏
は
、
古
代
に
お
け

L
'
K
r
e
a
a
括
U
S
E
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る
「
最
も
有
力
な
る
鉄
業
者
」
と
し
て
、
「
八
俣
遠
呂
智
」
族
を
想
定
し
、
こ
れ
香

「
鉄
山
族
」
と
な
づ
け
た
。
さ
ら
に
「
出
雲
風
土
記
」
に
で
て
く
る
「
古
志
」
に
引

い
ぎ
な
ぎ
の
み
こ
と

き
つ
け
て
、
「
遠
呂
智
族
の
古
志
に
釆
住
せ
る
は
伊
弊
筋
命
の
時
と
あ
る
は
之
れ
を

遠
き
古
代
と
観
零
し
、
兎
に
角
に
も
極
め
て
原
始
時
代
に
渡
来
し
て
斐
伊
川
を
遡
り
、

初
め
は
足
名
椎
族
の
部
下
の
鉄
業
に
も
従
事
し
た
る
べ
く
、
追
々
に
鉱
山
の
広
大
な

る
を
知
る
に
つ
け
順
次
に
渡
来
者
を
増
加
し
、
土
着
人
と
も
混
和
し
、
終
に
は
大
秩

山
族
と
な
り
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
素
尊
が
出
雲
を
治
せ
ら
る
1
に
嘗
り
、
第
一
の

事
業
は
遠
呂
智
族
を
討
平
し
国
内
の
治
安
を
図
る
に
あ
る
べ
し
」
と
し
、
「
遂
に
秩

山
族
を
降
服
せ
し
め
ら
れ
た
り
」
と
い
う
。
こ
れ
が
今
日
よ
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
た

す
さ
の
お
の
み
こ
と

た
ら
と
「
八
俣
遠
呂
智
」
と
素
糞
鳴
尊
の
伝
説
で
あ
る
O
奥
出
雲
に
お
い
て
は
古
代

か
ら
た
た
ら
生
産
が
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
研
究
で
あ
り
、
今
日
ま

で
多
-
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
「
伝
説
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
確
か

な
る
歴
史
と
し
て
検
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
今
日
私
た
ち
は
地
道
な
実
証
研
究

に
よ
っ
て
た
た
ら
の
歴
史
を
積
み
上
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
実
証
的
な
戦
前
の
田
部
家
研
究
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

昭
和
三
年
に
発
表
さ
れ
た
小
野
武
夫
氏
「
出
雲
名
族
の
研
究
」
は
、
田
部
家
、
樫
井

(
4
)

家
、
麻
原
家
に
つ
い
て
の
優
れ
た
古
典
的
研
究
成
果
で
あ
る
。
小
野
氏
は
大
正
十
四

年
と
昭
和
二
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
山
陰
地
方
を
調
査
し
、
麻
原
武
太
郎
家
に
1
泊
、

田
部
長
右
衛
門
家
に
二
泊
し
、
史
料
の
閲
覧
を
請
い
、
詳
細
な
る
説
明
を
受
け
て
い

る
。
ま
た
当
時
不
在
で
あ
っ
た
模
井
三
郎
右
衛
門
家
か
ら
は
文
書
や
写
真
を
送
っ
て

も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
農
林
省
小
作
官
・
小
林
平
左
衛
門
氏
、
島
根
県
小
作
官
・
梅

原
千
松
氏
、
島
根
県
農
会
・
安
部
憲
吉
氏
、
岡
本
善
久
氏
の
協
力
も
得
て
お
り
、
さ



ら
に
、
飯
石
郡
の
郷
土
史
家
・
堀
江
園
蔵
氏
に
は
二
日
間
の
田
郡
家
逗
留
中
、
古
文

書
の
謄
写
を
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
短
い
調
査
期
間
で
あ
り
、
鍋

査
の
主
な
力
点
は
、
家
関
係
の
史
料
の
分
析
で
あ
り
、
九
〇
頁
に
わ
た
る
大
論
文
で

あ
る
が
、
た
た
ら
の
経
営
や
地
主
と
し
て
の
成
長
過
程
、
山
林
の
集
積
過
程
を
み
た

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
が
、
明
治
二
十
七
年
十
二
月
刊
行
の
　
『
華
族

列
伝
　
囲
之
礎
』
を
援
用
し
、
田
部
家
の
沿
革
も
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
田
郡

家
の
遠
祖
は
は
じ
め
飯
石
郡
吉
田
村
に
住
し
て
い
た
が
、
紀
州
熊
野
庄
田
辺
族
の
別

派
と
な
り
、
そ
の
後
文
治
年
中
(
二
八
五
-
二
八
九
)
田
部
隼
人
正
が
鎌
倉
幕

府
の
地
頭
職
を
得
た
山
内
首
藤
通
資
の
家
臣
と
な
っ
た
。
首
藤
氏
は
備
後
国
恵
蘇
那

し
と
み
や
ま

蔀
山
に
城
を
構
え
た
が
、
田
辺
氏
は
そ
の
有
力
家
臣
で
あ
っ
た
。
田
辺
家
の
初
代

か
わ
こ
が
ね

と
言
わ
れ
て
い
る
彦
左
衛
門
は
寛
正
年
中
(
l
四
六
〇
-
1
四
六
五
)
川
粉
鉄
に
よ

り
初
め
て
鐘
を
つ
-
り
、
自
ら
「
鉄
山
師
」
と
称
し
た
。

小
野
氏
は
、
田
部
家
所
蔵
文
書
で
あ
る
永
禄
三
年
(
l
五
六
〇
)
、
同
四
年
、
六

年
の
首
藤
通
定
の
「
感
状
」
な
ど
も
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
登
場
す
る
田
部

宗
左
衛
門
(
総
左
衛
門
)
　
は
四
代
と
言
わ
れ
て
る
。

小
野
氏
は
田
部
家
の
盛
衰
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
筆
者
も
後
述
す

る
が
、
小
野
氏
は
こ
の
論
文
で
「
田
部
家
に
在
り
て
は
嘉
永
年
中
(
1
八
四
八
I
一

八
五
三
)
、
事
業
の
経
営
宜
し
き
を
得
ず
し
て
非
常
な
る
困
窮
に
陥
り
、
其
家
産
は

動
も
す
れ
ば
散
逸
し
、
鉄
山
業
も
継
続
し
難
き
状
態
に
立
ち
至
ら
ん
と
し
た
の
で
、

当
時
の
田
郡
家
の
主
人
豊
房
氏
は
其
家
産
全
部
及
び
製
鉄
事
業
一
切
の
引
上
げ
を
港

に
請
ひ
、
田
部
家
に
対
し
て
之
を
貸
附
す
る
と
の
名
義
の
下
に
事
業
を
継
続
し
た
こ

と
が
あ
る
」
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
弘
化
四
年
「
御
用
留
」
　
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

る
が
、
後
述
す
る
。

と
も
あ
れ
、
小
野
氏
は
田
郡
家
の
全
面
的
な
協
力
を
得
て
、
藩
と
田
部
家
の
関
係

を
分
析
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
小
野
氏
は
田
部
、
模
井
、
麻
原
の
「
三
家
今
日

の
広
大
な
る
林
野
は
恐
ら
く
、
藩
政
時
代
に
於
て
松
江
藩
よ
り
事
業
振
興
の
為
に
附

与
せ
ら
れ
た
も
の
が
大
部
分
を
成
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
此

所
有
権
起
源
に
関
し
苗
に
若
干
の
論
弁
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
社
会
経

済
上
の
事
実
は
凡
て
其
時
代
を
背
景
と
し
て
観
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
即

ち
田
部
家
の
遠
祖
が
此
地
の
郷
長
と
な
っ
た
事
は
鎌
倉
時
代
で
あ
っ
て
、
其
頃
に
於

け
る
此
地
の
山
谷
が
殆
ん
ど
無
主
の
境
域
に
近
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
察
す
る

に
難
か
ら
ず
、
又
其
後
尼
子
、
毛
利
両
氏
争
覇
の
頃
に
於
て
、
田
郡
家
の
1
先
祖
が

其
軍
功
に
よ
り
土
地
を
恩
給
せ
ら
れ
た
事
は
、
当
時
の
領
土
経
済
事
情
に
よ
り
し
て

正
に
当
然
に
あ
り
得
べ
か
り
し
恩
賞
の
方
法
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
其
後
煤

農
し
て
吉
田
村
に
土
着
し
た
為
に
、
先
の
恩
給
地
が
其
億
私
有
地
に
化
し
た
の
で
あ

る
。
又
後
年
に
至
り
藩
が
三
家
の
砂
鉄
採
集
及
び
農
林
業
を
奨
励
す
る
為
に
其
藩
育

林
を
無
償
交
付
し
た
と
云
ふ
事
も
、
当
時
殆
ん
ど
捨
て
1
顧
ら
れ
ざ
る
出
雲
南
端
の

幽
谷
地
を
開
発
す
る
為
に
は
三
家
の
資
本
と
其
の
経
験
に
待
つ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
成
就

し
難
き
状
態
に
在
っ
た
か
ら
、
其
藩
有
林
を
放
っ
て
用
役
に
委
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

当
時
と
し
て
は
最
普
通
な
る
勧
業
政
策
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

こ
の
結
論
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
異
論
を
さ
し
は
さ
み
た
い
。
三
家
の
所
有
林
野

を
「
松
江
藩
よ
り
事
業
振
興
の
為
に
附
与
せ
ら
れ
た
も
の
が
大
部
分
を
成
す
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
が
、
あ
-
ま
で
も
推
測
で
あ
る
。
こ
の
説
で
は
、
松
江
藩

時
代
の
三
家
の
経
済
活
動
に
よ
る
田
畑
や
林
野
の
集
積
を
軽
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
0

田
畑
、
林
野
の
買
得
に
関
す
る
史
料
が
た
-
さ
ん
あ
る
の
で
あ
り
、
今
少
し
こ
れ
ら

の
史
料
を
丹
念
に
み
る
必
要
が
あ
る
。

田
部
家
に
つ
い
て
の
戦
前
の
い
ま
一
つ
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
、
昭
和
十
一
年
に
発

r
.
o
,

表
さ
れ
た
平
井
泰
太
郎
氏
の
「
出
雲
帳
合
の
性
質
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
級

述
す
る
が
、
平
井
氏
は
田
部
家
の
研
究
調
査
に
つ
い
て
論
文
の
前
書
き
で
、
「
此
の

調
査
に
就
い
て
は
、
同
家
当
主
田
部
長
右
衛
門
氏
、
同
嗣
子
経
済
学
土
田
部
朋
之
氏
、

番
頭
菅
野
半
三
郎
氏
、
手
代
小
瀧
空
明
氏
、
其
の
他
の
諸
氏
の
数
日
に
亘
る
懇
切
な

る
指
導
と
、
重
篤
な
る
協
同
と
に
依
っ
て
与
え
ら
れ
た
る
好
意
と
、
学
問
研
究
に
就

2



き
示
さ
れ
た
る
熱
心
と
に
対
し
て
、
深
き
敬
意
と
感
謝
」
を
表
明
し
て
い
る
。
平
井

氏
の
研
究
調
査
は
「
簿
記
会
計
史
」
の
視
点
か
ら
、
田
部
家
に
残
さ
れ
た
膨
大
な
帳

簿
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
其
の
帳
合
が
、
『
大
福
帳
式
』
な
る
に
拘
ら
ず
、

単
純
な
る
単
式
簿
記
の
埠
外
に
出
で
て
、
統
制
、
監
督
、
権
限
規
定
、
及
び
経
営
能

率
測
定
の
基
準
を
探
し
、
求
む
る
点
に
及
ん
で
居
る
事
は
、
注
目
に
値
す
る
の
で
あ

る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
帳
簿
の
研
究
は
、
田
部
家
の
家
業
に
お
け
る
基

本
的
経
営
方
針
を
知
る
上
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
注

目
し
、
後
述
す
る
。

さ
て
、
戦
後
の
田
部
家
研
究
を
見
る
と
、
高
橋
幸
八
郎
氏
が
『
島
根
県
に
お
け
る

株
小
作
制
度
と
田
部
家
(
鉄
師
)
　
の
構
成
並
び
に
農
地
改
革
の
影
響
』
(
一
九
五
二

午
)
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
主
に
農
地
改
革
史
料
と
聞
き
取
り
調
査
に
基
い

た
も
の
で
、
田
部
家
の
史
料
を
分
析
し
た
も
の
で
は
な
い
。

山
田
盛
太
郎
氏
は
『
日
本
農
業
生
産
力
構
造
』
(
一
九
六
〇
年
)
　
で
、
地
主
類
型

の
一
つ
と
し
て
「
最
も
古
-
由
緒
の
あ
る
豪
族
(
鉄
師
)
-
地
主
、
田
部
家
の
型
」

を
不
し
、
田
部
家
の
基
本
史
料
で
あ
る
「
鍍
方
勘
定
出
目
銀
座
写
」
や
「
土
地
台
帳

集
計
簿
」
な
ど
を
利
用
し
、
1
0
頁
に
わ
た
り
田
郡
家
の
経
済
構
造
を
分
析
し
て
い

る
。
し
か
し
、
「
藩
主
か
ら
鉄
師
の
処
遇
を
受
け
、
占
拠
地
域
に
お
け
る
或
る
種
の

特
権
を
附
与
せ
ら
れ
」
と
か
「
田
郡
家
の
旧
来
の
彪
大
な
占
拠
地
域
が
、
維
新
変
革

の
際
、
法
的
に
私
的
所
有
に
転
化
さ
れ
た
」
と
「
推
断
」
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
具
体
的
検
証
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
-
、
我
々
は
鉄
師
あ
る
い
は
地
主

成
長
過
程
を
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
菅
谷
鐘
』
(
島
根
県
教
育
委
員
会
、
昭
和
四
十
二
年
)
　
は
、
1
部
「
鉄
方
御
用

留
」
や
「
文
化
十
二
年
　
旧
記
」
も
翻
刻
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
菅
谷
炉
山
内

を
対
象
に
し
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
「
報
告
書
」
で
あ
り
、
田
部
家
の
歴
史
的
変

遷
や
家
業
の
経
営
分
析
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
田
郡
家
を
対
象
に
し
た
近
世
た
た
ら
研
究
者
に
は
、
向
井
義
郎
氏
、

武
井
博
明
氏
、
土
井
作
治
氏
、
荻
真
一
郎
氏
、
山
崎
一
郎
氏
な
ど
多
く
の
先
学
が
い

る
。
こ
れ
ら
先
学
の
業
績
に
は
多
-
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
た
た
ら
関
係
書
を
見

る
と
、
こ
れ
ら
先
学
の
論
文
は
多
-
の
方
が
引
用
し
て
い
る
の
で
、
い
ち
い
ち
列
挙

し
な
い
が
、
武
井
博
明
氏
の
　
『
近
世
製
鉄
史
論
』
(
l
九
七
二
、
三
一
書
房
)
　
は
、

た
た
ら
の
生
産
構
造
、
鉄
山
労
働
者
と
山
内
の
問
題
、
鉄
の
流
通
な
ど
、
主
要
な
研

究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
豊
富
な
史
料
に
基
づ
き
深
-
分
析
し
て
お
り
、
今
日
で
も
教
え

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
あ
え
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

近
代
以
降
の
最
近
の
た
た
ら
研
究
と
し
て
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
渡
辺
と

も
み
『
た
た
ら
製
鉄
の
近
代
史
』
(
二
〇
〇
六
、
吉
川
弘
文
館
)
　
や
野
原
建
1
　
『
た

た
ら
製
鉄
業
史
の
研
究
』
(
二
〇
〇
八
、
渓
水
社
)
　
な
ど
が
あ
る
。
渡
辺
と
も
み
氏

は
『
新
修
島
根
県
史
　
史
料
編
-
』
に
掲
載
の
田
部
家
史
料
を
使
い
、
明
治
十
年
代

の
田
部
家
経
営
に
な
る
五
カ
所
の
鐘
場
、
七
カ
所
の
大
鍛
冶
場
に
つ
い
て
、
そ
の
操

業
に
よ
る
収
支
を
丹
念
に
追
究
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
こ
の
分
析
を
起
点
に
田
部
家

の
た
た
ら
経
営
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
野
原
建
一
氏
も
『
新
修
島

根
県
史
　
史
料
編
-
』
を
使
い
、
田
郡
家
鐘
の
明
治
十
年
代
の
経
営
内
容
に
つ
い
て
、

支
出
内
訳
を
示
し
、
麻
原
家
の
史
料
も
例
示
し
な
が
ら
分
析
し
て
い
る
。
さ
ら
に
近

代
広
島
の
製
鉄
業
に
つ
い
て
も
詳
し
-
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
「
洋
鉄
」
　
の
圧
迫
な

ど
に
も
言
及
し
、
さ
ら
に
岩
手
の
釜
石
田
中
製
鉄
所
に
も
ふ
れ
、
「
帝
国
統
計
年
鑑
」

を
使
い
な
が
ら
、
全
国
的
な
視
野
に
た
っ
て
近
代
製
鉄
業
を
分
析
し
て
お
り
、
広
い

視
野
で
田
郡
家
に
お
け
る
た
た
ら
の
歴
史
を
分
析
す
る
の
に
大
い
に
参
考
に
な
る
。

さ
て
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
先
学
に
導
か
れ
な
が
ら
、
出
典
を
明
ら
か
に
し
、
田
郡

家
に
関
し
知
り
得
る
限
り
の
由
来
を
詳
述
し
て
い
き
、
家
業
と
し
て
の
た
た
ら
製
秩

業
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
山
林
や
田
畑
を
集
積
し
て
い
く
過
程
を
み
て
み
た
い
。

一
戦
国
時
代
の
田
部
家

現
在
田
部
家
の
由
来
に
つ
い
て
、
比
較
的
信
潰
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ



て
い
る
も
の
は
、
『
国
乃
礎
後
編
』
に
含
ま
れ
て
い
る
田
部
家
の
「
来
歴
」
で
あ
る
。

『
国
乃
礎
』
は
、
明
治
二
十
五
年
と
同
二
十
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
華
族
列
伝
　
国
乃

礎
』
(
三
編
、
三
冊
)
と
明
治
二
十
七
年
と
同
二
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
国
乃
礎

後
編
』
(
二
編
、
二
冊
)
か
ら
な
っ
て
い
る
。
『
国
乃
礎
後
編
』
で
は
、
明
治
二
十
七

年
十
月
か
ら
二
十
八
年
二
月
ま
で
に
勅
撰
議
員
あ
る
い
は
多
額
納
税
者
議
員
で
あ
っ

た
者
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
各
家
の
来
歴
は
、
主
に
爵
位

局
と
貴
族
院
に
提
出
さ
れ
て
い
る
履
歴
書
の
写
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
連
性
は
高

い
と
い
わ
れ
る
。
平
成
三
年
社
団
法
人
霞
会
館
が
本
書
を
復
刻
し
た
こ
と
に
よ
り
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

田
郡
家
の
明
治
三
十
一
年
か
ら
大
正
十
五
年
ま
で
の
『
旧
記
』
に
は
貴
族
院
議
負

田
部
長
右
衛
門
の
来
歴
と
し
て
こ
の
「
国
乃
礎
後
編
」
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。
山
田

盛
太
郎
氏
の
前
述
書
に
も
「
田
郡
家
の
遠
祖
が
現
住
地
=
吾
田
村
に
土
着
し
た
の
は

文
永
年
問
(
1
二
六
四
)
　
で
、
同
家
の
鉄
山
創
業
が
寛
正
年
間
(
l
四
六
〇
)
、
こ

れ
は
松
江
藩
主
松
平
氏
入
部
の
と
き
(
軍
水
十
五
年
、
一
六
三
八
)
よ
り
も
遥
か
以

前
の
こ
と
に
属
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
国
乃
礎
後
編
』
を
援
用
し
た
も
の
で

あ
る
。
以
下
、
『
国
乃
礎
後
編
』
に
あ
る
田
部
長
右
衛
門
家
の
由
来
に
つ
い
て
み
て

い
き
た
い
。

『
国
乃
礎
後
編
』
は
、
田
部
家
の
祖
先
に
つ
い
て
「
出
雲
国
屋
裏
郷
ノ
少
領
タ
-
、

子
孫
世
々
出
雲
二
居
ル
、
其
孫
安
西
入
道
文
永
年
中
飯
石
郡
吉
田
ノ
邑
二
住
シ
、
専

ラ
観
音
ヲ
念
シ
、
時
人
西
亭
殿
ト
称
ス
」
と
あ
る
。
田
郡
家
明
治
三
十
一
年
「
旧
記
」

に
登
場
す
る
「
田
部
家
元
祖
　
彦
左
衛
門
」
は
文
明
三
年
(
一
四
七
一
)
八
一
才
で

亡
く
な
っ
て
い
る
。
『
国
乃
礎
後
編
』
で
は
、
安
西
入
道
の
系
譜
を
引
-
「
熊
野
ノ

別
当
田
部
湛
増
ノ
孫
、
田
辺
隼
人
正
、
鎌
倉
山
内
家
周
藤
三
良
通
資
二
仕
へ
テ
家
良

ク
リ
」
と
い
う
。
山
内
周
藤
通
資
の
遠
祖
は
「
い
わ
ゆ
る
西
遷
地
頭
で
、
正
和
五
年

E
S

(
1
三
l
六
)
相
模
国
か
ら
備
後
地
毘
荘
の
地
頭
と
し
て
移
住
し
た
.
惣
領
山
内
通

し
と
み
や
ま
じ
ょ
う

資
は
、
初
め
本
拠
を
蔀
山
城
(
広
島
県
庄
原
市
高
野
町
)
　
に
置
い
た
が
、
の
ち
甲

山
城
(
庄
原
市
)
　
に
移
り
、
蔀
山
城
は
弟
通
俊
の
系
統
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
通
俊
流
は
多
賀
山
氏
を
称
す
る
。
「
蔀
山
城
の
所
在
す
る
地
毘
荘
多
賀
村

は
、
鉄
の
生
産
地
と
し
て
総
領
山
内
氏
の
重
視
し
た
地
域
で
あ
っ
た
か
ら
、
多
賀
山

<
9

氏
の
1
族
内
に
お
け
る
地
位
は
高
か
っ
た
」
。
多
賀
山
は
「
タ
カ
ノ
ヤ
マ
」
と
呼
ん

だ
と
も
い
わ
れ
、
近
世
の
軍
記
物
に
「
高
野
山
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
『
国
乃
礎
後
編
』
に
よ
る
と
、
蔀
山
に
居
城
し
た
山
内
通
資
は
鶴
岡
八
幡

宮
を
高
野
山
に
勧
請
し
、
田
部
隼
人
正
は
そ
の
奉
行
を
勤
め
た
と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
新
修
島
根
県
史
』
年
表
篇
で
は
、
永
禄
四
年
(
l
五
六
1
)
「
田
部

通
政
、
毛
利
方
と
し
て
出
雲
来
島
に
て
軍
功
あ
り
」
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と

f
-
-
*
J

し
て
、
同
史
料
篇
(
古
代
・
中
世
)
　
に
「
田
部
家
文
書
」
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
田

郡
民
へ
文
書
を
発
給
し
た
主
体
に
つ
い
て
、
『
新
修
島
根
県
史
』
資
料
篇
は
周
藤
氏

と
し
て
い
る
が
、
井
上
寛
司
氏
は
、
山
内
周
藤
家
の
庶
流
多
賀
山
氏
と
す
べ
き
で
あ

(->.,

る
と
主
張
し
て
い
る
。
井
上
氏
の
主
張
に
従
う
な
ら
ば
、
「
多
賀
山
氏
は
山
内
周
藤

氏
の
庶
家
と
し
て
、
本
宗
家
の
債
主
制
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
山

内
氏
が
備
後
比
婆
郡
地
方
の
み
な
ら
ず
、
室
町
中
期
か
ら
は
隣
接
の
出
雲
仁
多
郡
に

お
い
て
、
横
田
庄
代
官
職
や
馬
木
郷
内
の
所
職
等
を
取
得
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
多

(
3
)

賀
山
氏
も
そ
れ
に
随
っ
て
奥
出
雲
方
面
に
進
出
し
た
ら
し
い
」
。
そ
し
て
永
禄
六
年

(
一
五
六
三
)
多
賀
山
通
定
は
、
堀
江
左
近
丞
、
井
上
八
郎
右
衛
門
尉
に
懸
合
郷
殿

河
内
の
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
三
景
前
の
地
を
、
田
辺
宗
左
衛
門
尉
に
懸
合
郷
坂
本
村
の

(;=!)

内
で
1
貫
前
の
地
を
新
給
と
し
て
宛
て
行
っ
て
い
る
.

「
多
賀
山
氏
の
飯
石
郡
内
に
お
け
る
支
配
地
は
、
頓
原
町
北
部
か
ら
三
刀
屋
町
南

部
に
及
び
、
そ
れ
ら
を
支
配
す
る
中
心
拠
点
と
し
て
、
掛
合
の
日
倉
城
が
築
か
れ

(
3
)

た」。

(
3
)

岸
田
裕
之
氏
は
講
演
で
多
賀
山
氏
に
言
及
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
多
賀
山
氏
は
、
蔀
山
城
を
居
城
と
し
、
「
大
内
氏
と
尼
子
氏
の
間
で
揺
れ
動

い
た
い
わ
ゆ
る
境
目
の
国
衆
」
で
、
そ
の
領
域
は
現
在
の
島
根
県
槙
田
町
八
川
・
掛

4



合
町
・
三
刀
屋
町
辺
り
ま
で
及
ん
で
い
た
。
そ
し
て
享
禄
二
年
(
l
五
二
九
)
に
は
、

尼
子
氏
に
抵
抗
し
て
居
城
を
攻
略
さ
れ
た
。
木
村
信
幸
氏
は
こ
の
説
に
同
調
し
、
多

賀
山
氏
の
領
主
と
し
て
の
性
格
を
「
山
内
首
藤
氏
の
庶
家
筆
頭
」
で
は
な
く
、
独
立

性
の
強
い
　
「
国
衆
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
の
永
禄
四
年
と
同
六
年
の
史
料
に
登
場
す
る
田
辺
宗
左
衛
門
尉
は
、
『
国
乃
礎

後
編
』
の
田
部
長
右
衛
門
の
項
に
登
場
す
る
「
総
左
衛
門
通
政
」
　
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
.
田
部
家
の
明
治
三
十
1
年
「
旧
記
」
　
で
は
、
「
四
代
　
惣
左
衛
門
通
政
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
田
辺
氏
は
多
賀
山
氏
の
家
臣
と
し
て
掛
合
の

日
倉
城
を
拠
点
に
活
躍
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

「
五
代
　
庄
兵
衛
通
国
」
　
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
史
料
上
確
認
で
き
な
い
。
承

応
二
年
(
1
六
五
三
)
　
に
没
し
た
「
六
代
　
中
興
興
三
兵
衛
通
年
」
以
降
に
つ
い
て

は
、
吉
田
町
木
ノ
下
の
墓
、
円
蓋
寺
(
浄
土
真
宗
)
と
桂
昌
庵
(
曹
洞
宗
)
　
の
墓
で

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
近
世
に
お
け
る
宝
暦
・
明
和
・
安
永
期
の
田
部
家

田
部
家
は
慶
応
元
年
(
一
八
六
五
)
火
災
を
う
け
、
本
宅
を
全
焼
し
て
い
る
。
そ

の
と
き
文
書
の
一
部
を
焼
失
し
た
の
か
、
近
世
前
期
の
文
書
が
今
の
と
こ
ろ
見
当
た

ら
な
い
。
ま
だ
、
所
蔵
文
書
の
悉
皆
調
査
を
始
め
た
ば
か
り
な
の
で
、
今
後
の
調
査

で
出
て
-
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
時
点
で
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
土
蔵
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
史
料
は
、
近
世
後
期
以
降
か
ら
近
代
・
現
代
文
書
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
所
蔵
文
書
の
ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
近
世
後
期
の
田
部
家
に
つ
い

て
概
略
わ
か
る
史
料
を
つ
か
っ
て
多
少
の
分
析
を
し
て
み
た
い
。

「
昭
和
十
二
年
所
有
土
地
諸
統
計
」
は
、
昭
和
十
二
年
時
点
で
の
田
部
家
の
所
育

土
地
を
詳
細
に
記
載
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
土
地
の
集
積
過
程
を
歴
史
的
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
調
べ
、
書
き
記
し
て
綴
じ
こ
ん
だ
書
類
で
あ
る
O
 
l
番
古
い
も
の
は

「
宝
暦
・
明
和
・
安
永
時
代
(
百
七
八
十
年
前
)
田
部
所
有
田
地
1
覧
」
　
で
あ
る
.

こ
の
時
点
で
も
こ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
っ
て
田
郡
家
の
所
有
耕
地
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
.
こ
の
時
期
は
西
暦
で
い
う
と
、
l
七
五
l
～
T
七
八

〇
年
で
あ
る
。
所
有
耕
地
の
ほ
と
ん
ど
は
飯
石
郡
内
1
五
力
村
に
あ
る
。
こ
の
総
石

高
は
四
六
六
石
八
斗
で
あ
る
。
物
成
は
銭
懸
り
を
含
め
三
五
二
石
九
斗
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
掛
米
(
小
作
料
)
が
七
〇
九
石
五
斗
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
実
質
的
な

総
所
有
石
高
は
1
0
0
0
石
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
.

郡
外
で
は
出
雲
郡
吉
村
に
田
五
町
三
反
、
畑
一
町
二
反
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
田
郡
家
は
、
宝
暦
～
安
永
時
代
に
は
郡
内
一
五
力
村
に
わ
た
り
一
〇
〇
〇
石

を
こ
え
る
土
地
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
田
部
家
の
た
た
ら
経
営
は
ど
の
程
度
の
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
か
。
「
宝
暦
六
年
鉄
方
御
用
書
出
両
郡
鉄
山
留
帳
」
に
よ
る
と
、
田
辺
長
右
衛

門
(
こ
の
時
は
ま
だ
「
田
部
」
で
は
な
い
)
は
樫
井
家
の
可
部
屋
三
郎
左
衛
門
と
二

人
、
宝
暦
五
年
十
1
月
二
十
日
に
藩
か
ら
鉄
師
頭
取
に
は
じ
め
て
任
命
さ
れ
て
い
る
.

鉄
師
頭
取
役
は
こ
の
時
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
史
料
は
、
藩
の
御
勝
手
方

か
ら
惣
鉄
師
に
触
れ
た
も
の
で
、
「
鉄
師
共
大
勢
之
事
二
候
得
者
、
従
此
度
田
辺
長

右
衛
門
、
可
部
屋
三
郎
左
衛
門
頭
取
被
仰
付
候
条
、
不
限
何
等
鉄
方
一
式
之
御
用
向

取
引
可
令
出
情
候
、
惣
鉄
師
共
随
分
令
和
順
御
用
向
大
切
二
可
相
心
得
候
事
」
と
あ

る
。
そ
し
て
鉄
師
共
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
願
書
等
」
は
ま
ず
頭
取
へ
出
し
、
「
頭
取
輿

書
を
以
鉄
方
御
役
人
当
テ
い
た
し
可
差
出
候
」
と
記
し
て
い
る
。

以
後
、
田
部
家
は
一
貫
し
て
頭
取
を
務
め
て
お
り
、
こ
の
と
き
す
で
に
田
部
家
は

た
た
ら
製
鉄
業
に
お
い
て
も
最
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

武
井
博
明
氏
の
分
析
に
よ
る
と
、
l
八
世
紀
中
期
以
降
、
各
地
の
経
済
的
発
展
を

基
礎
と
し
て
、
諸
国
売
の
増
大
と
大
坂
登
高
の
減
少
が
見
ら
れ
は
じ
め
、
明
和
・
安

永
段
階
に
お
い
て
、
諸
国
売
の
増
大
は
、
各
地
域
の
経
済
構
造
の
相
違
を
背
景
と
し

て
、
大
坂
市
場
に
対
し
て
相
場
撹
乱
と
い
う
形
で
大
き
な
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
っ
た

(
3
)

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
田
部
家
は
大
き
く
成
長
し
て
い
っ
た
も
の
と
い
え



よ
う
。

三
　
鉄
座
の
設
置
と
田
部
家
の
苦
悩

鉄
の
産
地
を
苦
境
に
陥
れ
た
鉄
座
の
設
置
は
、
安
永
九
年
(
一
七
八
〇
)
十
一
月

か
ら
天
明
五
年
十
月
ま
で
で
あ
る
。
鉄
座
仕
法
に
つ
い
て
は
武
井
博
明
氏
の
分
析
が

(
3
)

あ
る
が
、
要
す
る
に
、
諸
国
産
鉄
を
す
べ
て
大
阪
鉄
問
屋
に
積
登
せ
、
大
坂
問
屋
以

外
へ
の
直
売
は
す
べ
て
禁
止
す
る
。
鉄
荷
は
問
屋
へ
引
請
け
、
問
屋
よ
り
鉄
座
へ
売

り
渡
す
。
買
い
入
れ
価
格
は
同
座
に
お
い
て
決
定
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
鉄
座
の
買
受
値
段
が
下
げ
ら
れ
、
産
地
の
鉄
師
た
ち
を
苦
境
に
陥
れ
た
。

松
江
藩
も
こ
の
事
態
を
深
刻
に
受
け
と
め
た
。
鉄
座
設
置
に
よ
る
松
江
藩
の
「
初

(
3
)

用
之
覚
」
に
よ
る
と
、
松
平
出
羽
守
自
身
が
「
鉄
座
之
儀
」
を
「
出
雲
国
鉄
商
売
近

年
さ
し
支
難
渋
仕
候
也
」
と
述
べ
、
山
間
地
の
百
姓
に
と
っ
て
「
鉄
山
稼
方
」
は
年

貢
納
入
の
　
「
助
成
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
鉄
師
と
も
及
困
窮
」
、
そ
の
結
果
そ
れ
は

藩
の
勝
手
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て

「
御
用
之
覚
」
　
に
お
い
て
、
家
臣
の
小
倉
仙
太
夫
は
書
き
下
し
文
で
要
約
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

出
雲
の
鉄
は
大
坂
、
北
国
、
九
州
、
羽
後
方
面
へ
市
場
を
広
げ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
鉄
座
の
設

置
に
よ
り
鉄
は
す
べ
て
大
坂
表
へ
積
み
お
ろ
す
こ
と
と
な
り
へ
鉄
の
値
段
が
三
～
五
割
下
落
し
、

「
国
元
鉄
師
之
家
業
永
続
難
相
成
へ
難
渋
」
し
て
い
る
。
鉄
師
が
代
々
続
け
て
き
た
家
業
を
や
め

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
鉄
師
の
抱
え
て
き
た
者
た
ち
の
生
活
を
も
奪
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

「
近
隣
の
村
方
よ
り
鉄
夫
二
雇
候
小
百
姓
共
、
生
業
ヲ
失
候
」
こ
と
に
な
り
、
鉄
師
一
統
悲
嘆
に

-
れ
て
い
る
。
山
間
地
の
郡
は
山
稼
ぎ
が
第
一
で
あ
り
、
鉄
山
稼
ぎ
が
な
-
な
れ
ば
、
藩
の
勝

手
向
き
に
も
差
し
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
支
藩
の
広
瀬
藩
も
鉄
山
稼
ぎ
を
行
っ
て
い
て

「
近
来
鉄
商
売
差
支
候
二
付
、
鉄
師
共
困
窮
仕
候
故
、
是
又
勝
手
向
差
繰
等
も
さ
し
障
り
こ
相
成
、

難
渋
仕
候
」
た
め
、
藩
主
の
意
向
と
し
て
、
広
瀬
藩
の
鉄
も
「
出
雲
一
国
之
儀
」
と
し
て
松
江

藩
と
同
様
の
取
引
を
試
み
た
い
。

こ
の
よ
う
な
藩
の
考
え
を
見
て
も
、
鉄
座
の
設
置
が
藩
、
鉄
師
、
近
隣
村
々
の
小

百
姓
に
い
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

松
江
藩
の
有
力
鉄
師
田
部
家
に
も
鉄
座
の
設
置
は
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ

る
.
天
明
五
年
(
1
七
八
五
)
十
月
、
田
部
長
右
衛
門
は
藩
へ
の
上
納
物
が
滞
っ
た

(S)

と
し
て
田
畑
、
山
林
、
家
財
と
も
に
残
ら
ず
「
御
取
上
ケ
」
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
た
た
ら
操
業
を
止
め
て
し
ま
っ
て
は
藩
へ
の
上
納
も
で
き
な
-
な
る
の
で
、
藩

は
い
ま
ま
で
ど
お
り
吹
き
続
け
る
こ
と
を
許
し
、
入
用
道
具
な
ど
も
貸
し
与
え
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
長
右
衛
門
は
そ
の
ま
ま
い
ま
ま
で
操
業
し
て
い
た
炉
の

支
配
人
に
申
し
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
処
置
が
田
部
家
の
実
態
経
済
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
か
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
間
、
藩
か
ら
の
借
銀
、
運
上
銀
の
負

除
な
ど
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
田
郡
家
は
藩
に
「
家
業
相
続
」
　
の
再

建
策
を
た
て
て
も
ら
い
、
「
莫
大
之
御
公
物
銀
等
御
議
定
通
皆
納
仕
、
且
者
他
借
返

済
之
筋
」
も
立
っ
た
の
で
、
諸
家
督
を
無
難
に
譲
り
う
け
た
よ
う
で
あ
る
。
鉄
座
の

設
置
に
お
け
る
鉄
師
た
ち
へ
の
影
響
の
大
き
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
寛
政
九
年
(
1
七
九
七
)
松
江
藩
の
鉄
師
1
同
は
大
坂
の
鉄
問
屋
に
莫
大

な
借
金
を
し
た
ら
し
-
、
松
江
藩
大
坂
表
に
「
御
借
替
」
と
い
う
形
態
を
取
っ
て
も

ら
い
借
金
し
て
い
る
。

は
か
の
鉄
師
た
ち
に
つ
い
て
み
る
と
、
鉄
座
が
廃
止
さ
れ
て
か
ら
も
な
か
な
か
た

た
ら
経
営
の
苦
し
さ
か
ら
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
ず
、
麻
原
家
は
寛
政
十
1
年
(
一

七
九
九
)
「
御
公
物
莫
大
、
真
上
他
借
不
少
」
、
そ
の
結
果
「
御
仕
入
」
と
な
り
、
田

儀
樫
井
家
も
「
高
借
」
　
で
鉄
山
経
営
に
難
渋
し
、
享
和
三
年
(
1
八
〇
三
)
　
「
卸
主

(
2
)

法
人
」
と
な
っ
て
い
る
。

寛
政
十
一
年
の
麻
原
家
の
場
合
、
天
明
五
年
の
田
部
家
と
同
様
、
諸
家
督
、
家
財
、

鐘
、
鍛
冶
屋
と
も
に
「
御
取
上
」
に
な
っ
て
、
名
目
藩
所
有
の
　
「
卸
仕
入
御
鐘
御
鍛

冶
屋
」
と
な
っ
て
い
る
。
田
部
家
と
の
違
い
を
み
る
と
、
田
部
家
の
場
合
は
鉄
師
頭

取
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
「
御
鍍
御
鍛
冶
屋
」
　
に
な
っ
て
も
田
部
長
右
衛
門
に
そ

6



の
ま
ま
支
配
さ
せ
て
い
る
が
、
麻
原
家
の
場
合
、
従
来
麻
原
家
が
操
業
し
て
い
た
鍾

と
鍛
冶
屋
が
「
御
鐘
鍛
冶
屋
」
に
な
っ
て
、
そ
の
支
配
人
は
可
部
屋
勘
左
衛
門
(
模

井
家
)
と
田
部
兵
九
郎
(
田
郡
家
)
　
に
な
り
、
麻
原
家
は
手
代
職
を
仰
せ
付
け
ら
れ

(
3
)

て
い
る
。

「
御
仕
入
」
あ
る
い
は
「
御
主
法
人
」
と
は
、
た
た
ら
経
営
が
藩
の
指
導
下
で
行

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
田
儀
樫
井
家
の
場
合
も
鉄
師
頭
取
の
可
部
屋
勘
左
衛
門

(
上
阿
井
の
桜
井
家
)
、
田
部
長
右
衛
門
の
名
目
で
操
業
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
実
質
は
田
儀
樫
井
家
が
従
来
通
り
操
業
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
田
部
家
同

様
、
麻
原
家
や
田
儀
樫
井
家
の
場
合
も
こ
の
間
は
運
上
銀
の
免
除
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
。

四
　
寛
政
十
年
　
(
一
七
九
八
)
　
の
田
部
家

さ
て
、
田
郡
家
所
蔵
の
　
「
昭
和
十
二
年
所
有
土
地
諸
統
計
」
に
綴
じ
ら
れ
た
史
料

に
「
寛
政
十
年
正
月
諸
家
督
書
出
目
録
」
が
あ
る
。
こ
の
　
「
目
録
」
は
藩
の
命
令
に

よ
り
、
所
有
耕
地
の
み
な
ら
ず
、
田
部
家
の
鉄
山
、
鉄
穴
、
酒
場
を
も
記
し
て
藩
に

提
出
し
た
も
の
の
控
え
と
思
わ
れ
る
.
寛
政
十
年
(
1
七
九
八
)
　
は
、
先
の
安
永
時

代
か
ら
す
る
と
約
二
十
年
後
で
あ
る
。
天
明
五
年
の
家
督
「
御
取
上
ケ
」
か
ら
一
三

年
後
で
あ
る
。

田
郡
家
は
従
来
以
上
に
莫
大
な
耕
地
を
所
有
し
、
た
た
ら
経
営
を
す
る
の
み
な
ら

ず
、
た
た
ら
操
業
に
必
要
な
炭
を
確
保
す
る
た
め
に
鉄
山
を
集
積
し
て
い
き
、
さ
ら

に
砂
鉄
採
集
の
た
め
に
鉄
穴
場
を
確
保
し
て
い
る
。

所
有
鉄
山
は
、
東
は
仁
多
郡
福
原
村
、
西
は
広
瀬
領
角
井
村
、
あ
る
い
は
石
州
三

瓶
ま
で
、
北
は
飯
石
郡
粟
谷
村
、
南
は
備
後
境
ま
で
と
実
に
広
範
囲
の
山
を
集
積
し

て
い
る
。

所
有
鉄
穴
を
見
る
と
、
飯
石
郡
に
三
1
ヵ
所
あ
る
が
、
吾
田
村
に
〓
ヵ
所
、
そ

の
他
の
l
 
l
ヵ
村
に
二
〇
ヵ
所
、
仁
多
郡
福
原
村
に
l
ヵ
所
で
あ
る
.
他
に
は
広
瀬

領
の
波
多
村
に
五
カ
所
、
入
間
村
三
カ
所
、
竹
尾
村
二
カ
所
、
穴
見
村
1
ヵ
所
で
あ

る
。耕

地
は
「
飯
石
郡
中
持
来
り
」
と
し
て
「
田
地
高
九
百
石
」
と
お
お
ざ
っ
ぱ
に
記

し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
「
酒
場
一
ヶ
所
」
と
あ
り
、
「
諸
家
督
書
出
如
斯
二
御
座
候
」

と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
ろ
田
部
家
の
た
た
ら
経
営
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。
寛
政
八
年
(
1
七
九
六
)
松
江
藩
は
会
津
藩
か
ら
四
〇
〇
駄
の
銑
の
注
文
を

受
け
、
田
部
長
右
衛
門
と
ト
蔵
甚
兵
衛
に
そ
の
と
り
ま
と
め
を
仰
せ
渡
し
た
。
そ
の

流
通
ル
ー
ト
は
、
奥
出
雲
で
生
産
さ
れ
た
た
た
ら
製
鉄
を
宇
龍
、
宍
道
、
安
来
、
症

原
に
運
び
、
宇
龍
、
美
保
関
か
ら
北
前
船
に
よ
っ
て
新
潟
に
行
き
、
阿
賀
野
川
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
会
津
へ
運
ぶ
も
の
で
あ
る
。
阿
賀
野
川
を
さ
か
の
ぼ
る
ル
ー
ト
は
、
堤

(ァ)

や
米
を
運
ぶ
幹
線
流
通
ル
ー
ト
で
あ
る
。
奥
出
雲
の
た
た
ら
は
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に

大
坂
以
外
に
も
東
北
、
北
陸
へ
市
場
を
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

五
　
文
政
期
　
(
l
八
l
八
～
l
八
二
九
)
　
の
田
部
家

文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
　
四
月
、
田
部
家
は
藩
の
目
付
か
ら
田
郡
家
が
所
持
し
て

い
る
鉄
山
、
鉄
穴
の
カ
所
数
、
現
在
操
業
し
て
い
る
炉
と
鍛
冶
屋
の
ヵ
所
数
を
書
き

(S)

出
し
て
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
旧
記
」
　
に
よ
る
と
、
鉄
山
三
三
カ
所
、

鉄
穴
二
五
カ
所
、
他
に
七
カ
所
(
広
瀬
領
内
と
思
わ
れ
る
)
、
炉
1
ヵ
所
、
鍛
冶
屋

五
カ
所
-
九
三
軒
で
あ
る
。
寛
政
十
年
(
1
七
九
八
)
と
比
較
す
る
と
鉄
穴
は
む
し

ろ
減
少
し
て
い
る
。
た
だ
し
鍛
冶
屋
に
つ
い
て
は
大
幅
増
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

田
部
家
は
「
当
郡
之
儀
者
御
承
知
被
成
候
通
、
炉
ヶ
所
極
メ
無
御
座
候
得
者
、
先
年

よ
り
時
二
応
し
何
ヶ
所
ニ
テ
も
御
願
吹
方
仕
来
り
候
」
と
弁
明
し
て
い
る
。

さ
て
、
弘
化
三
年
(
一
八
四
六
)
年
の
　
「
旧
記
」
を
見
る
と
、
田
部
家
は
元
禄
年

中
(
一
六
八
八
～
一
七
〇
三
)
朝
原
村
の
鉄
山
を
買
っ
た
際
、
村
方
と
の
契
約
で
、

村
人
が
必
要
な
薪
、
用
木
、
こ
や
し
草
の
採
取
に
つ
い
て
は
、
鉄
山
の
な
か
で
も
入

7



山
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
か
わ
り
百
姓
所
持
の
山
で
生
産
さ
れ
る
木
炭
1
切
は
他

所
売
り
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
年
月
と
と
も
に
契
約
が
守
ら
れ
な
-
な

り
、
薪
炭
な
ど
の
他
所
売
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
.
そ
し
て
天
保
十
年
(
1

八
三
九
)
郷
城
炉
を
打
ち
建
て
て
か
ら
以
後
は
田
郡
家
と
村
方
と
は
争
論
に
至
っ
た
。

そ
こ
で
天
保
十
四
年
郡
御
奉
行
赤
倉
五
郎
蔵
は
、
郡
役
人
中
の
　
「
内
済
」
　
で
決
着
す

る
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
結
果
、
木
炭
の
他
所
売
り
は
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
か

わ
り
田
部
家
は
腰
林
の
炭
値
上
げ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
田
部
家
が
村

方
へ
渡
し
た
代
銭
は
一
一
六
一
某
四
一
文
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
ぜ
か
弘
化
二
年
正

月
、
こ
の
約
定
は
破
談
に
す
る
よ
う
藩
の
命
が
出
さ
れ
、
郡
御
奉
行
の
指
図
で
九
か

村
の
村
方
は
受
け
取
っ
た
二
六
l
貰
四
l
文
を
田
部
家
へ
返
済
し
た
.
そ
の
後
弘

化
三
年
三
月
、
御
吟
味
方
役
人
、
郡
方
役
人
、
往
来
方
役
人
が
三
刀
屋
へ
で
て
き
て
、

田
部
長
右
衛
門
を
呼
び
出
し
、
元
の
通
り
内
済
す
べ
-
指
図
し
て
い
る
。

藩
が
内
済
に
つ
い
て
な
ぜ
破
談
さ
せ
、
そ
の
後
再
び
同
じ
内
済
を
受
け
入
れ
さ
せ

た
か
は
判
然
と
し
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
こ
の
こ
ろ
田
部
家
の
た
た
ら
操
業
は
き
わ
め
て
順
調
で
あ
る
。
福
原

炉
に
つ
い
て
は
、
享
和
二
年
(
l
八
〇
二
)
か
ら
文
政
八
年
(
一
八
二
五
)
ま
で
二

十
三
年
間
で
二
〇
〇
〇
代
(
-
千
回
操
業
)
が
達
成
さ
れ
、
支
配
人
、
下
手
代
、
村

下
以
下
の
者
に
祝
い
を
出
し
て
い
る
。
年
平
均
約
八
七
回
の
操
業
で
あ
る
。
広
瀬
倭

志
津
見
村
弓
谷
御
炉
は
、
文
化
九
年
(
l
八
1
二
)
八
月
か
ら
文
政
十
二
年
(
l
八

二
九
)
九
月
ま
で
の
一
七
年
間
に
一
〇
〇
〇
代
吹
き
を
達
成
し
、
同
じ
-
労
働
者
に

祝
い
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
年
間
平
均
操
業
回
数
は
五
九
代
で
あ
る
。
弘
化
四

年
正
月
に
は
杉
戸
炉
が
四
日
押
し
に
よ
り
、
l
回
の
操
業
で
五
〇
駄
以
上
の
出
鉄
を

四
回
、
六
〇
駄
以
上
の
出
鉄
を
三
回
実
現
し
、
同
様
の
祝
い
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
田
郡
家
は
社
会
的
な
貢
献
を
も
心
が
け
て
い
る
。
文
政
八
年
(
一
八
二
五
)

秋
は
凶
作
で
翌
春
の
米
値
段
は
高
騰
し
、
し
か
も
売
米
は
払
底
し
た
た
め
、
貧
し
い

',i'-C

者
は
難
渋
し
た
。
こ
れ
に
対
し
田
郡
家
は
難
渋
者
へ
の
　
「
労
り
米
」
を
出
し
て
い

る
。
文
政
十
一
年
秋
の
凶
作
で
も
同
様
に
「
労
り
米
」
を
醸
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
田
部
家
は
家
業
に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
の
気
配
り
を
し
な
が
ら
務
め

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
田
部
家
は
家
督
を
年
々
増
大
さ
せ
て
お
り
、
そ

れ
は
藩
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
文
政
九
年
四
月
、
藩
は
田
部
家
の
家
督
に

つ
い
て
そ
の
す
べ
て
を
書
き
出
し
提
出
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
の
時
、
操
業
し
て
い
る

炉
は
1
ヵ
所
と
報
告
し
て
い
た
。
こ
れ
は
文
政
八
年
の
実
績
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か

(
3
)

し
、
「
伊
方
勘
定
出
目
銀
座
写
」
に
よ
る
と
、
文
政
九
年
末
、
田
郡
家
の
操
業
し
て
い

る
炉
は
、
菅
谷
炉
、
福
原
炉
、
八
重
垣
炉
(
広
瀬
御
債
)
、
弓
谷
炉
(
広
瀬
御
領
)

の
四
カ
所
で
あ
る
。
文
政
八
年
に
は
先
の
福
原
炉
の
二
〇
〇
〇
代
吹
き
祝
い
、
弓
谷

炉
の
l
 
O
O
O
代
吹
き
祝
い
な
ど
を
み
る
と
、
文
政
八
年
に
は
福
原
炉
や
弓
谷
炉
は

操
業
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
松
江
藩
の
み
で
も
二
カ
所
を
操
業
し
て
い
る
。

六
　
弘
化
四
年
　
(
一
八
四
七
)
　
の
御
主
法

弘
化
四
年
(
一
八
四
七
)
　
二
月
、
田
部
長
右
衛
門
は
松
江
に
出
府
し
、
郡
御
奉
行

と
鉄
方
に
対
し
「
乍
恐
卸
内
々
御
願
中
上
御
事
」
と
、
「
願
書
」
を
差
し
出
し
て
、

3
曜
E

再
び
藩
に
「
御
主
法
」
を
願
い
出
て
い
る
0
　
そ
れ
に
よ
る
と
、
文
化
年
中
(
1
八
〇

四
～
一
八
一
七
)
　
に
は
、
郷
中
の
主
だ
っ
た
者
で
も
家
督
を
潰
し
た
者
な
ど
も
い
て
、

「
時
運
之
至
り
」
　
で
は
あ
る
が
、
田
部
家
は
多
年
藩
の
　
「
御
蔭
」
を
蒙
り
な
が
ら

「
家
名
取
崩
し
候
而
者
」
申
し
訳
な
い
、
と
訴
え
、
さ
ら
に
先
代
は
「
下
郡
上
座
」

此
E
E
a
g

を
勤
め
た
こ
と
も
あ
る
と
申
し
述
べ
、
再
建
の
暁
に
は
「
聯
之
御
用
等
茂
相
勤
候
」

と
必
死
に
頼
み
込
ん
で
い
る
。
具
体
的
な
「
願
い
」
は
、
鉄
山
業
に
お
い
て
毎
年
貸

し
与
え
て
も
ら
っ
て
い
る
「
養
米
」
　
の
　
「
質
」
と
し
て
、
田
部
家
の
家
督
す
べ
て
を

藩
に
引
き
上
げ
、
い
っ
ぽ
う
で
毎
年
田
郡
家
に
た
た
ら
関
係
設
備
、
家
財
を
貸
し
与

え
る
こ
と
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
田
部
家
が

「
卸
鉄
山
」
を
引
き
続
き
操
業
で
き
る
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
田
部
家
に
は
五
〇
人
の
手
代
と
三
人
の
番
頭
が
お
り
、
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彼
ら
が
「
家
業
」
を
取
り
捌
い
て
い
る
。
彼
ら
の
多
-
は
、
二
代
、
三
代
、
あ
る
い

は
四
代
と
田
部
家
に
仕
え
て
お
り
、
家
の
規
則
な
ど
厳
し
く
守
り
、
家
業
を
立
ち
直

ら
せ
て
-
れ
る
と
期
待
し
て
い
る
の
で
、
相
続
人
に
つ
い
て
は
彼
ら
の
　
「
衆
評
」
一

致
し
た
者
に
申
し
付
け
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
申
し
述
べ
、
「
御
主
法
」
を
願
い
出

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
藩
は
二
月
二
十
八
日
、
市
川
虎
市
名
の
　
「
御
書
附
」
を
も
っ
て
は

ぼ
願
い
ど
お
り
に
認
め
て
い
る
。
こ
の
市
川
虎
市
の
「
御
書
附
」
に
は
「
長
右
衛
門

儀
者
御
国
内
二
而
格
別
之
家
柄
二
大
層
之
諸
家
督
等
所
持
罷
在
候
者
二
候
虞
、
往
々

家
名
取
崩
候
様
之
事
と
も
出
来
候
而
ハ
以
之
外
之
儀
、
依
而
厚
御
意
を
以
、
此
度
同

人
願
出
之
通
、
諸
家
督
悉
皆
上
江
御
引
上
ケ
被
仰
付
、
毎
歳
御
貸
渡
被
成
置
候
御
米

代
目
質
之
た
め
被
押
置
、
家
業
向
上
之
鉄
山
之
名
目
二
被
成
置
、
長
右
衛
門
へ
支
配

被
仰
付
候
事
二
候
処
、
同
人
家
ハ
古
来
よ
り
鉄
産
業
を
以
取
続
候
家
筋
」
と
あ
り
、

田
部
家
が
こ
の
時
点
で
藩
内
に
お
い
て
は
「
格
別
之
家
柄
」
で
あ
る
こ
と
、
莫
大
な

資
産
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
藩
が
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
る
。

田
部
家
の
資
産
を
藩
が
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鉄
山
業
な
ど
の
家
管

を
勝
手
方
で
取
扱
い
、
土
地
に
か
か
わ
る
田
郡
家
の
願
い
事
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
那

役
人
共
へ
示
し
合
い
、
彼
ら
と
の
連
印
を
も
っ
て
郡
奉
行
へ
直
接
差
し
出
す
よ
う
に

つ
か
え

申
し
つ
け
て
い
る
。
ま
た
、
鉄
山
業
に
お
け
る
差
問
が
で
き
た
場
合
も
郡
役
人
に
ま

ず
相
談
す
る
よ
う
注
意
し
て
い
る
。
勝
手
方
の
福
井
順
助
、
中
溝
兵
左
衛
門
も
同
樵

の
　
「
御
書
附
」
を
同
日
付
で
出
し
て
い
る
。

田
郡
家
の
弘
化
四
年
時
点
で
の
稼
業
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
を
知
る
史

料
を
今
の
と
こ
ろ
見
出
し
得
な
い
の
で
、
田
郡
家
が
資
産
の
す
べ
て
を
藩
に
差
し
出

し
た
具
体
的
な
理
由
を
知
り
得
な
い
が
、
そ
の
結
果
、
田
部
家
は
二
年
後
の
嘉
永
二

年
(
1
八
四
九
)
四
月
、
田
郡
家
の
所
持
し
て
い
る
諸
家
督
の
　
「
取
調
書
」
を
藩
に

提
出
し
、
家
督
の
取
扱
に
つ
い
て
は
藩
に
伺
い
出
て
指
図
に
従
う
こ
と
に
な
っ
て
い

(
3
)

る
。

七
　
嘉
永
元
年
　
(
一
八
四
八
)
　
以
降
の
総
資
産

「
昭
和
十
二
年
所
有
土
地
諸
統
計
」
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
「
嘉
永
元
年
諸
家
督
書

出
帳
」
は
、
弘
化
四
年
の
処
置
の
結
果
、
田
部
家
が
嘉
永
二
年
四
月
藩
に
差
し
出
し

た
も
の
で
あ
る
。
提
出
の
経
緯
に
つ
い
て
書
類
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
格
別
之
卸
憐
情
を
以
私
家
永
続
為
御
主
法
、
持
釆
-
シ
諸
家
督
並
家
業

向
二
付
悉
皆
去
々
未
三
月
御
支
配
被
為
仰
重
々
之
御
国
恩
難
有
仕
合
冥
加
至
極
奉
存

候
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
当
時
所
持
之
諸
家
督
前
書
之
通
此
度
取
調
差
出
申
上
候
、

誠
二
類
外
之
御
主
意
ヲ
以
右
様
被
為
仰
付
候
儀
二
御
座
候
」
と
藩
の
処
置
に
感
謝
し

て
い
る
。

第
l
表
は
、
嘉
永
元
年
(
1
八
四
八
)
　
の
田
部
家
郡
別
村
別
田
畑
所
有
高
で
あ
る
.

所
有
田
畑
は
四
郡
に
わ
た
り
、
約
七
九
六
石
で
あ
る
。
寛
政
十
年
(
1
七
九
八
)
　
の

所
有
高
は
約
九
〇
〇
石
と
書
き
出
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
約
五
〇
年
後
で
あ
る
が
、

所
有
高
を
約
一
〇
〇
石
減
ら
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
飯
石
郡
吾
田
村
の
二
二
四
石

を
は
じ
め
、
同
郡
一
三
力
村
に
わ
た
る
六
三
六
石
の
所
有
、
仁
多
郡
の
三
方
村
に
わ

た
る
1
0
0
石
、
広
瀬
領
に
お
け
る
五
力
村
五
九
石
な
ど
、
そ
の
広
範
な
所
有
は
、

有
力
百
姓
の
中
で
も
群
を
抜
く
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
表
は
同
年
の
田
畑
以
外
の
資
産
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
主
な
資
産
は
、
田
畑
、

山
(
鉄
山
)
、
五
カ
所
の
鐘
場
、
七
カ
所
-
三
軒
半
の
大
鍛
冶
場
、
砂
鉄
採
集
の
鉄

穴
場
な
ど
で
あ
る
。
所
有
山
の
詳
し
い
面
積
は
把
握
し
か
ね
る
が
、
松
江
藩
二
五
力

村
と
広
瀬
藩
八
力
村
に
広
大
な
鉄
山
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
、

田
部
家
は
す
で
に
仁
多
郡
三
沢
町
に
も
町
屋
敷
を
所
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
吉
田
町

の
酒
場
一
軒
の
は
か
に
城
下
町
松
江
の
白
潟
町
に
酒
場
1
軒
を
所
有
し
て
い
る
O

第
三
表
は
、
田
部
家
が
嘉
永
元
年
か
ら
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)
ま
で
に
買
得
し

た
資
産
で
あ
る
。
弘
化
四
年
に
資
産
の
す
べ
て
を
藩
に
差
し
出
し
は
し
た
が
、
そ
の

後
ど
の
よ
う
な
形
で
再
び
田
部
家
へ
返
却
さ
れ
た
か
今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。
し
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か
し
田
郡
家
は
そ
の
後
も
資
産
の
拡
大
に
旺
盛
な
意
欲
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
城
下
町
松
江
の
米
子
町
に
三
カ
所
屋
敷
を
購
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て

貸
家
で
あ
り
、
1
部
は
最
近
ま
で
所
有
し
て
い
た
.
自
潟
魚
町
に
購
入
し
た
屋
敷
は

今
日
田
部
家
の
居
宅
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
新
た
に
購
入

し
た
鉄
穴
一
二
カ
所
の
う
ち
一
一
カ
所
は
無
運
上
(
無
税
)
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
弘
化
四
年
の
「
卸
主
法
」
入
り
と
関
係
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
安

政
五
年
(
一
八
五
八
)
時
点
で
の
鐘
鍛
冶
屋
の
所
有
を
み
る
と
、
鐘
四
カ
所
(
う
ち

一
カ
所
は
模
井
家
と
共
有
)
、
鍛
冶
屋
七
カ
所
(
四
軒
半
)
　
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

時
期
、
た
た
ら
経
営
は
順
調
で
あ
る
。
特
に
鍛
冶
屋
が
嘉
永
四
年
よ
り
一
軒
増
加
し

て
お
り
、
田
部
家
の
た
た
ら
経
営
が
、
半
製
品
の
銑
よ
り
も
加
工
の
進
ん
だ
割
鉄
生

産
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
四
表
は
安
政
五
年
田
部
家
の
村
別
田
畑
所
有
高
で
あ
る
.
嘉
永
元
年
か
ら
1
0

年
後
で
あ
る
が
こ
の
間
、
一
五
八
石
を
増
加
し
て
い
る
。
地
主
経
営
に
お
い
て
も
さ

ら
な
る
土
地
集
積
を
進
め
て
い
る
。
吾
田
村
に
田
畑
の
多
-
を
集
め
て
い
る
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
そ
の
近
隣
の
深
野
村
、
中
野
村
の
土
地
集
積
も
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
曽
木
の
杉
谷
鍛
冶
屋
、
菅
谷
鐘
が
近
く
に
あ
る
。
炭
焼
き
や
割
鉄
の
運
搬

は
田
部
家
小
作
人
の
重
要
な
賃
稼
ぎ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
鐘
・
鍛

冶
屋
の
位
置
は
単
に
鉄
山
や
腰
林
と
密
接
に
関
係
す
る
だ
け
で
な
-
、
小
作
地
と
も

関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
遠
隔
地
で
あ
る
広
瀬
領
で
は
嘉
永
元
年
よ

り
1
四
三
石
も
減
少
し
て
い
る
。
地
主
経
営
に
お
い
て
も
合
理
的
な
土
地
集
積
が
行

わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

第
五
表
は
安
政
五
年
以
降
明
治
五
年
ま
で
の
山
林
集
積
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
も
山
林
の
集
積
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
。
田
部
家

の
膨
大
な
山
林
は
こ
の
よ
う
に
永
い
年
月
を
か
け
て
徐
々
に
集
積
し
て
い
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

八
　
田
部
家
の
家
業
経
営
と
経
営
帳
簿

田
部
家
の
歴
史
的
な
研
究
は
、
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
と
は
い
え
、
実
は
多
角
的
に

(
」
)

行
わ
れ
て
き
た
。
戦
前
期
の
平
井
泰
太
郎
氏
の
　
「
出
雲
帳
合
の
性
質
」
も
そ
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
平
井
氏
は
田
部
家
に
残
さ
れ
て
い
る
経
営
帳
簿
類
を

「
簿
記
会
計
史
」
の
視
点
か
ら
分
析
し
、
「
此
の
帳
合
に
於
て
は
、
実
に
驚
-
べ
-
精

微
な
る
発
達
を
見
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
其
の
各
々
が
、
夫
々
『
独
立
』
の
収
支
計

算
を
行
ふ
と
共
に
、
支
配
人
の
責
任
を
明
か
に
し
、
其
の
仕
事
の
成
績
を
判
断
し
、

之
が
統
制
、
及
び
監
督
を
な
す
上
に
於
て
、
卓
抜
な
る
工
夫
の
行
ほ
れ
て
居
る
事
を

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
特
殊
の
機
構
に
基
い
て
、

計
算
を
明
か
に
し
、
成
績
を
判
断
す
る
基
準
を
求
め
て
居
る
事
は
、
一
種
の
『
部
門

会
計
』
及
び
『
支
店
会
計
』
を
確
立
し
て
居
る
訳
で
あ
っ
て
、
全
-
偉
と
す
る
に
足

る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
、
「
此
の
帳
合
に
於
て
、
家
産
全
那

に
亘
る
棚
卸
し
を
行
ひ
、
又
従
っ
て
、
或
る
期
間
に
於
け
る
家
産
の
増
減
を
確
め
る

事
は
行
ほ
れ
て
居
な
い
。
主
人
の
手
元
勘
定
自
体
の
増
減
を
見
る
事
も
亦
、
必
ず
し

も
正
確
に
行
ほ
れ
て
居
る
訳
で
は
な
い
」
、
「
又
、
家
業
の
状
態
を
観
察
す
る
に
就
い

て
も
、
業
務
用
の
財
産
を
資
本
化
し
、
商
量
す
る
事
も
亦
、
行
ほ
れ
て
居
る
の
で
は

な
い
。
即
ち
、
企
業
会
計
に
於
け
る
資
本
の
確
定
、
財
産
計
算
、
又
は
、
所
謂
『
企

業
と
家
政
と
の
分
離
』
も
亦
、
完
全
な
る
意
味
に
於
て
は
存
在
し
な
い
」
と
も
い
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
「
其
の
帳
合
が
、
『
大
福
帳
式
』
な
る
に
拘
ら
ず
、
単
純
な
る
単
式

簿
記
の
埼
外
に
出
で
て
、
統
制
、
監
督
、
権
限
規
定
、
及
び
経
営
能
率
測
定
の
基
準

を
探
し
求
む
る
点
に
及
ん
で
居
る
事
は
、
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て

い
る
。田

郡
家
が
三
〇
〇
年
の
間
、
営
々
と
た
た
ら
製
鉄
業
を
続
け
、
さ
ら
に
成
長
し
続

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
帳
簿
上
か
ら
窺
れ
る
よ
う
に
、
あ
-
ま
で
も

「
経
営
能
率
」
を
厳
し
く
追
及
し
続
け
た
結
果
で
あ
る
。
生
産
地
が
市
場
と
か
け
離
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れ
た
山
間
地
と
い
う
特
殊
な
条
件
も
あ
る
が
、
新
興
勢
力
や
藩
域
を
越
え
た
商
人
餐

本
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
は
、
驚
異
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
近

世
期
を
通
じ
て
た
た
ら
製
鉄
業
を
経
営
し
続
け
、
さ
ら
に
大
地
主
と
し
て
成
長
し
た

家
と
し
て
、
奥
出
雲
の
樫
井
家
や
麻
原
家
も
あ
る
。
田
部
家
を
含
む
こ
れ
ら
三
家
は

お
互
い
に
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
ま
た
共
有
し
た
鐘
を
共
同
経
営
し
た
り
も
し
て
お
り
、

常
に
交
流
が
あ
り
、
経
営
理
念
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
う
。
た
た
ら

ぼ
く
ら

経
営
者
の
う
ち
こ
の
三
家
以
外
で
は
、
最
有
力
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ト
蔵
家
や

ゆ
ず
り
は

柾
家
は
、
近
世
期
の
規
模
を
近
代
ま
で
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
三
〇

〇
年
と
い
う
永
い
期
間
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
が
通
例
の
結
果
で
あ
る
。

「
経
営
能
率
」
を
追
求
し
な
が
ら
、
い
っ
ぽ
う
で
、
家
の
継
続
を
第
一
に
考
え
て
、

い
た
わ

藩
と
の
関
係
を
安
定
さ
せ
、
凶
作
時
な
ど
は
宜
窮
民
へ
の
　
「
労
り
米
」
を
支
給
す

る
な
ど
、
村
落
共
同
体
と
の
融
和
を
保
ち
、
労
務
管
理
を
厳
し
く
行
い
、
さ
ら
に
功

労
者
に
は
褒
賞
も
よ
-
行
っ
た
。
次
の
後
継
者
で
あ
る
家
長
の
選
定
な
ど
も
慎
重
に

お
こ
な
っ
た
。
家
長
は
必
ず
し
も
長
男
で
は
な
-
、
経
営
者
と
し
て
の
資
質
が
問
わ

れ
、
適
格
者
と
し
て
養
子
を
迎
え
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
懸
命
の
努
力

の
結
果
と
し
て
田
部
家
の
家
業
は
続
い
て
き
た
と
い
え
る
。

(S)

青
木
恵
1
郎
氏
の
　
「
山
林
地
主
-
田
部
家
I
そ
の
歴
史
と
現
在
」
は
か
な
り
広
範

に
史
料
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
時
代
的
変
遷
を
無
視
し
、
田
部
家
の
た
た
ら
経
営
に

つ
い
て
批
判
の
た
め
の
批
判
を
し
て
お
り
、
当
時
知
事
を
し
て
い
た
田
部
長
右
衛
門

を
政
治
的
に
中
傷
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
田
部
家
の
家
業
の
継
続
に
は
そ
れ

な
り
の
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
し
、
時
代
背
景
を
考
え
、
も
っ
と
客
観
的
に
実
証
し
て

い
く
べ
き
で
あ
る
。

九
　
明
治
以
降
の
田
部
家

明
治
以
降
の
田
郡
家
の
家
業
は
、
近
世
期
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か

し
輸
入
鉄
が
徐
々
に
増
え
て
、
た
た
ら
製
鉄
の
価
格
が
下
降
し
て
い
っ
た
た
め
、
た

た
ら
製
鉄
業
の
経
営
は
苦
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
野
原
建
一
氏
に
よ
る
と
、
日
本

の
デ
フ
レ
期
で
あ
る
明
治
十
七
年
の
　
「
洋
鉄
」
と
「
和
鉄
」
を
比
較
し
て
、
「
和
鉄
」

(
」
)

は
「
洋
鉄
」
よ
り
二
、
三
割
は
ど
高
い
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
部
家
の
た
た

ら
製
鉄
業
は
明
治
二
十
～
三
十
年
こ
ろ
の
史
料
を
見
て
も
そ
れ
ほ
ど
生
産
を
縮
小
し

て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
苦
し
い
な
が
ら
も
た
た
ら
製
鉄
業
は
つ
づ
け
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
大
正
十
二
年
度
末
も
っ
て
た
た
ら
製
鉄
業
か
ら
完
全
に
撤
過

し
、
製
炭
業
に
き
り
か
え
た
。
明
治
以
降
大
正
中
期
ま
で
持
ち
こ
た
え
た
の
は
、
広

大
な
耕
地
を
所
有
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。

第
六
表
は
明
治
三
十
四
年
の
田
部
家
の
資
産
内
容
で
あ
る
。
た
た
ら
関
係
の
資
産

は
「
商
品
諸
財
産
積
金
」
　
に
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
田
畑
合
わ
せ
て
四
二
五

町
歩
は
や
は
り
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
山
林
二
万
四
六
〇
五
町
歩
の
評
価
額

は
も
っ
と
も
高
い
が
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
利
益
を
生
み
出
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

株
券
八
〇
〇
〇
円
、
諸
公
債
三
万
五
四
〇
〇
円
は
近
代
以
降
の
新
た
な
財
産
で
あ
る

が
、
比
率
と
し
て
は
低
い
も
の
で
あ
り
、
近
畿
型
地
主
よ
り
も
東
北
型
地
主
の
資
産

構
造
に
な
っ
て
い
る
。

第
七
表
は
大
正
十
五
年
の
　
「
相
続
財
産
目
録
」
　
で
あ
る
。
税
務
署
の
評
価
で
あ
る

か
ら
、
第
六
表
よ
り
か
な
り
正
確
な
も
の
と
い
え
る
。
明
治
三
十
四
年
よ
り
田
地
は

四
〇
町
歩
増
加
し
、
畑
地
は
一
五
町
歩
減
少
し
て
い
る
。
価
格
の
高
い
田
地
の
所
育

高
を
増
や
し
て
お
り
、
大
正
期
に
も
ま
だ
ま
だ
地
主
経
営
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
山
林
原
野
の
課
税
価
格
が
田
畑
の
五
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
株
券
や
公
債
社
債
が
明
治
三
十
四
年
の
二
・
六
倍
に

な
っ
て
お
り
、
都
市
資
本
に
も
少
し
つ
つ
関
心
を
向
け
て
い
る
。
鉄
鋼
は
恐
ら
-
生

産
を
中
止
し
た
あ
と
そ
の
ま
ま
置
い
て
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
木
炭
生
産

が
徐
々
に
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
畜
牛
は
小
作
人
に
貸
し

与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

第
八
表
は
昭
和
十
二
年
の
田
部
家
相
別
地
域
別
の
土
地
所
有
高
で
あ
る
。
田
地
は

ll



大
正
十
五
年
よ
り
さ
ら
に
一
七
町
歩
近
-
増
や
し
て
い
る
が
、
畑
地
は
五
町
歩
以
上

減
ら
し
て
い
る
。
す
で
に
地
主
経
営
は
難
し
-
な
っ
て
い
る
時
期
で
は
あ
る
こ
と
か

ら
、
必
ず
し
も
積
極
的
な
購
入
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
土
地
の
所
有
地
を
村
刺

地
域
別
に
見
て
み
る
と
、
田
部
家
本
宅
の
あ
る
吉
田
に
最
も
多
-
集
中
し
て
い
る
の

は
当
然
で
あ
る
が
、
次
い
で
多
い
の
は
深
野
を
中
心
と
し
た
田
井
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
旧
吾
田
村
で
あ
る
。
次
に
多
い
の
は
東
須
佐
(
旧
佐
田
町
)
　
で
あ
る
が
、
須
佐
神

社
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
っ
て
は
飯
石
郡
に
属
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。

以
上
、
明
治
以
降
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
は
、
山
林
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
し

か
し
田
地
は
増
加
し
、
畑
地
を
減
少
さ
せ
て
い
る
。
明
治
中
期
以
降
、
た
た
ら
製
秩

の
経
営
か
ら
地
主
経
営
に
重
点
を
置
き
、
た
た
ら
生
産
に
代
わ
っ
て
製
炭
業
を
行
っ

て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
〇
　
近
世
後
期
の
た
た
ら
製
鉄
業

い
ま
ま
で
の
調
査
で
は
ま
だ
近
世
後
期
か
ら
し
か
具
体
的
な
た
た
ら
経
営
内
容
を

知
り
得
な
い
。
第
九
表
は
文
政
九
年
以
降
の
田
部
家
所
有
た
た
ら
数
と
年
間
総
代
敬

(
操
業
回
数
)
、
吹
鉄
総
数
(
生
産
量
)
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
た
た
ら
数
は
文
政
九

年
(
1
八
二
六
)
、
す
で
に
四
軒
所
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
増
え
た
り
減
っ
た
り

し
な
が
ら
、
弘
化
四
年
(
一
八
四
七
)
以
降
安
定
し
て
お
り
、
し
か
も
次
第
に
増
加

し
、
明
治
四
年
で
七
軒
を
所
有
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
時
も
一
軒
あ
た
り
年
間
四
〇

回
～
六
〇
回
操
業
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
ど
の
た
た
ら
も
通
年
操
業
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
生
産
量
を
見
る
と
、
弘
化
二
年
(
一
八
四
五
)
以
降
、
生
産
量
が
増
大
し
て
い

き
、
安
政
二
年
に
一
時
期
落
ち
込
む
が
、
翌
年
か
ら
は
ま
た
増
大
し
て
い
き
、
そ
の

後
も
安
定
的
に
そ
の
生
産
量
を
保
っ
て
い
る
。
幕
末
に
お
い
て
、
東
北
・
北
陸
を
は

じ
め
後
進
地
域
で
の
農
具
の
需
要
増
大
も
あ
っ
た
と
思
う
が
、
ア
メ
-
カ
を
は
じ
め

外
国
の
開
港
要
求
な
ど
の
外
圧
、
政
情
不
安
か
ら
、
砲
台
の
設
置
、
銃
器
の
需
要
増

大
も
あ
っ
て
、
鉄
の
需
要
が
大
幅
に
増
え
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
生
産
量
も
増
加
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
期
、
た
た
ら
製
鉄
業
は
大
き
な
利
益
を
得
た
の

で
あ
る
。
田
部
家
や
樫
井
家
が
松
江
に
進
出
す
る
の
も
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。

第
1
0
表
は
田
郡
家
の
代
表
的
な
鐘
で
あ
る
菅
谷
た
た
ら
を
例
に
文
政
九
年
か
ら

明
治
四
年
ま
で
の
生
産
状
況
と
支
出
合
計
、
利
益
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
年
間
代
敬

(
操
業
回
数
)
　
が
八
〇
～
九
〇
代
に
及
ぶ
年
も
あ
り
驚
き
で
あ
る
が
、
概
し
て
年
間

フ
ル
操
業
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
吹
鉄
の
う
ち
鋼
の
占
め
る
比
率
は
ほ
ぼ
一
五
～

二
〇
%
位
で
あ
る
。
嘉
永
五
年
(
一
八
五
二
)
　
の
よ
う
に
鋼
の
生
産
に
失
敗
し
た
と

思
わ
れ
る
年
も
あ
る
。
鉄
の
生
産
比
率
を
み
る
と
、
六
〇
%
以
上
で
あ
り
、
錦
押
し

法
で
も
過
半
は
銃
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

利
益
を
み
る
と
、
天
保
十
一
年
(
一
八
四
〇
)
以
降
、
嘉
永
五
年
、
安
政
二
年
、

明
治
三
年
の
例
外
的
な
年
を
除
い
て
、
そ
れ
ま
で
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な

利
益
を
上
げ
て
い
る
.
特
に
文
久
三
年
(
1
八
六
三
)
　
か
ら
明
治
二
年
ま
で
の
七
年

間
は
莫
大
な
利
益
と
な
っ
て
い
る
。
た
た
ら
製
鉄
業
者
は
幕
末
に
多
-
の
資
産
を
形

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
1
　
1
-
1
三
表
は
、
吾
田
町
鍛
冶
屋
の
山
内
人
口
と
彼
ら
鍛
冶
屋
労
働
者
の
旦

那
寺
を
み
た
も
の
で
あ
る
.
第
1
　
1
表
の
天
保
五
年
(
一
八
三
四
)
を
み
る
と
、
山

内
人
口
は
二
六
六
人
で
あ
る
。
一
家
族
六
人
と
す
る
と
、
四
四
軒
の
家
族
が
存
在
す

る
こ
と
に
な
り
、
、
四
四
人
の
鍛
冶
屋
労
働
者
を
想
定
で
き
る
。
や
や
多
す
ぎ
る
よ

う
に
も
思
え
る
が
、
田
部
家
の
本
宅
に
最
も
近
い
所
の
鍛
冶
屋
で
も
あ
り
、
他
の
鍛

冶
屋
よ
り
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
旦
那
寺
で
最
も
多
-
の
門
徒
を
掬
す
る
寺
は
、
真
宗

の
円
寿
寺
、
次
い
で
禅
宗
の
桂
昌
庵
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
田
部
家
の
菩
提
寺
で
あ
り
、

田
郡
家
の
鍛
冶
屋
で
働
-
山
内
労
働
者
も
こ
れ
ら
の
寺
を
旦
那
寺
に
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
第
一
二
表
の
天
保
八
年
を
み
る
と
、
や
や
人
口
の
増
加
を
み
て
と
れ
る
が
、

ほ
ぼ
同
じ
傾
向
で
あ
る
。
第
1
三
表
に
人
口
の
変
遷
を
み
た
。
天
保
十
二
年
(
l
八

四
1
)
以
降
、
た
た
ら
経
営
が
好
調
な
時
の
人
口
変
遷
が
重
要
で
あ
る
が
、
史
料
を

探
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
山
内
人
口
は
か
な
り
変
動
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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第
1
四
表
は
明
治
二
年
、
田
部
家
の
所
有
す
る
鐘
の
そ
れ
ぞ
れ
の
山
内
に
お
け
る

竃
数
(
戸
数
)
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
二
三
～
三
二
軒
の
規
模
で
あ
る
が
、
こ
の
時

(
8
)

点
で
田
郡
家
の
所
有
す
る
鐘
の
山
内
規
模
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
　
明
治
期
に
お
け
る
田
部
家
の
た
た
ら
鍛
冶
経
営

第
一
五
表
は
、
松
江
藩
が
廃
藩
に
な
っ
て
の
ち
の
明
治
六
年
、
田
部
家
の
鍍
五
か

所
の
収
支
を
み
た
も
の
で
あ
る
.
鐘
カ
所
は
第
1
四
表
の
明
治
二
年
と
同
じ
で
あ
る
.

五
カ
所
の
操
業
回
数
を
み
る
と
、
菅
谷
鐘
が
も
っ
と
も
多
く
、
つ
い
で
八
重
瀧
鐘
に

な
っ
て
い
る
。
菅
谷
鐘
は
通
年
操
業
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
杉
戸

鐘
や
弓
谷
鐘
は
年
間
二
〇
回
前
後
の
操
業
で
あ
り
、
こ
の
時
期
通
年
操
業
に
な
っ
て

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
通
年
操
業
で
き
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
砂
鉄
な
い
し
木

炭
の
い
ず
れ
か
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
支
出
の
内
訳
比
率
を

み
る
と
、
労
賃
が
四
五
%
前
後
、
砂
鉄
が
三
〇
%
前
後
、
木
炭
が
二
〇
%
で
あ
り
、

こ
の
三
つ
で
支
出
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
収
支
は
銭
で
表
示
し
て
あ
る
が
、
損
益

は
か
な
ら
ず
L
も
製
品
売
上
代
か
ら
支
出
計
を
差
し
引
い
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ

て
杉
戸
鐘
の
よ
う
に
、
帳
簿
上
、
製
品
売
上
代
が
支
出
計
よ
り
多
く
て
も
、
水
害
で

小
鉄
を
流
出
し
、
実
質
的
に
は
経
営
赤
字
を
出
し
て
い
る
。
損
益
の
項
目
に
そ
れ
杏

赤
字
と
し
て
出
し
て
い
る
。
製
品
売
上
代
、
収
益
と
も
に
大
き
い
の
は
菅
谷
鐘
と
八

重
瀧
鐘
で
あ
る
。

第
一
六
表
は
、
鐘
五
カ
所
の
明
治
六
～
二
〇
年
収
支
勘
定
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

八
年
の
前
半
ま
で
勘
定
帳
は
銭
で
書
か
れ
て
お
り
、
八
年
後
半
か
ら
円
に
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
八
年
は
年
間
を
通
し
て
の
勘
定
合
計
が
で
き
な
か
っ
た
。
全
体
の

合
計
操
業
回
数
は
十
八
年
以
降
急
減
し
て
い
る
。
松
方
デ
フ
レ
に
よ
る
不
況
で
鉄
の

価
格
は
十
四
年
以
降
下
が
っ
て
い
き
、
十
五
年
か
ら
は
赤
字
に
な
っ
て
い
る
が
、
坐

産
を
減
少
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
数
年
後
で
あ
っ
た
。
支
出
の
内
訳
を
み
る
と
、
労
質

の
比
率
が
松
方
デ
フ
レ
期
間
中
は
下
が
っ
て
お
り
、
砂
鉄
代
よ
り
比
率
を
下
げ
て
い

る
。
鉄
の
価
格
が
下
が
る
と
同
時
に
労
賃
を
下
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
七
表
は
、
明
治
六
年
の
田
部
家
鍛
冶
屋
八
カ
所
の
経
営
収
支
を
見
た
も
の
で

あ
る
。
鍛
冶
屋
に
お
け
る
支
出
の
七
〇
%
前
後
は
地
鉄
で
占
め
る
.
労
賃
が
1
七
～

二
六
%
で
あ
り
、
小
炭
は
五
～
七
%
で
あ
る
。
鍛
冶
屋
吹
数
は
鍛
冶
屋
に
よ
っ
て
随

分
異
な
っ
て
お
り
、
地
鉄
の
入
手
次
第
で
吹
数
は
違
っ
て
く
る
が
、
そ
の
要
因
が
何

で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
純
益
を
み
る
と
、
松
笠
村
の
瀧
谷
鍛
冶
屋
が
地
鉄
の
磨

入
量
も
多
-
、
吹
数
も
多
い
た
め
、
大
き
な
利
益
を
出
し
て
い
る
。
全
般
的
に
み
て
、

鍛
冶
屋
の
利
益
は
た
た
ら
の
利
益
よ
り
も
か
な
り
小
さ
か
っ
た
。

第
1
八
表
は
、
鍛
冶
屋
八
カ
所
の
明
治
六
～
二
十
年
の
合
計
収
支
を
見
た
も
の
で

あ
る
。
支
出
内
訳
を
み
る
と
、
地
鉄
は
支
出
の
五
二
～
六
〇
%
、
労
賃
は
三
〇
⊥
二

七
%
、
小
炭
は
六
～
1
二
%
で
あ
る
.
純
益
を
み
る
と
、
や
は
り
十
四
年
以
降
急
減

し
て
い
る
。
し
か
し
赤
字
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
た
た
ら
と
違
っ
て
鍛
冶
屋
は
規
模

が
小
さ
-
、
不
況
に
素
早
く
順
応
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
十
六
年
以
降
の
田
部
家
の
た
た
ら
鍛
冶
経
営
に
つ
い
て
、
田
部
家
は
次
の
よ

(S)

う
に
記
述
し
て
い
る
。
多
少
長
-
な
る
が
要
約
し
て
み
た
い
。

明
治
十
六
年
度
ま
で
は
鉄
業
も
取
り
続
い
て
い
た
が
、
追
々
不
景
気
に
な
り
'
十
八
年
に
な
る

と
、
そ
れ
が
極
度
に
な
り
、
坂
井
港
の
小
石
次
郎
助
か
ら
鉄
代
の
前
金
数
万
円
を
借
金
す
る
に

至
っ
た
。
到
底
回
復
の
見
込
み
も
立
た
ず
、
廃
業
の
は
か
策
は
な
い
ほ
ど
に
至
っ
た
が
、
幸
い

に
し
て
二
十
一
年
こ
ろ
よ
り
少
し
ず
つ
鉄
が
売
れ
る
よ
う
に
な
り
'
小
石
か
ら
の
借
金
も
す
べ

て
返
済
し
、
休
業
せ
ず
し
て
継
続
し
て
き
た
が
、
洋
鉄
鋼
輸
入
が
増
加
し
て
き
た
た
め
、
和
鉄

鋼
類
は
次
第
に
値
段
が
下
落
し
て
い
き
、
同
時
に
売
れ
な
-
な
っ
て
い
っ
た
O
と
こ
ろ
が
三
十

年
こ
ろ
よ
り
呉
海
軍
工
廠
よ
り
雲
伯
鉄
業
組
合
に
対
し
、
百
万
基
(
キ
ロ
グ
ラ
ム
)
の
注
文
が

来
る
よ
う
に
な
り
、
爾
来
同
工
廠
を
唯
一
の
得
意
先
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
四
十

年
度
か
ら
ま
た
ま
た
不
景
気
に
陥
り
、
海
軍
工
廠
か
ら
和
鉄
に
つ
い
て
「
燐
分
多
量
ノ
口
実
」

に
よ
っ
て
半
額
も
の
値
引
き
の
強
制
を
受
け
、
泣
-
泣
く
「
捨
売
致
候
様
ノ
成
行
」
に
な
っ
た
。

従
っ
て
「
到
底
拾
数
ヶ
所
ノ
鐘
鍛
ヲ
嘗
」
む
こ
と
は
不
可
能
と
な
り
へ
「
断
然
縮
少
ノ
方
針
ヲ
立
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テ
」
、
四
十
年
度
よ
り
規
模
の
縮
小
を
図
り
、
菅
谷
錠
、
大
吉
鐘
と
芦
谷
へ
杉
谷
の
両
鍛
冶
屋
だ

(ァ)

け
を
維
持
し
、
中
谷
鐘
、
瀧
谷
鍛
冶
屋
、
八
重
瀧
鐘
、
堂
ケ
谷
鐘
、
恩
谷
鍛
冶
屋
、
立
石
鐘
、

和
恵
鍛
冶
屋
の
七
ヶ
所
を
廃
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
杉
戸
鐘
、
町
鍛
冶
屋
も
続
い

て
休
業
し
、
小
規
模
営
業
に
し
た
。

一
二
　
大
正
時
代
の
た
た
ら
と
製
炭
業

大
正
期
に
な
っ
て
も
た
た
ら
製
鉄
は
苦
難
の
道
を
歩
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
同

し
「
明
治
三
拾
壱
年
　
旧
記
」
　
(
大
正
十
五
年
ま
で
記
述
)
　
は
、
大
正
期
の
田
部
家

に
た
ら
経
営
と
そ
の
全
面
的
廃
業
ま
で
を
次
の
よ
う
に
既
述
し
て
い
る
。
引
き
続
き

箕
約
し
て
み
た
い
。

大
正
四
年
一
月
よ
り
鐘
鍛
共
半
稼
に
減
じ
、
召
抱
え
て
い
た
労
働
者
も
過
半
を
解
雇
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
欧
州
戦
乱
(
第
1
次
大
戦
)
　
の
た
め
へ
洋
鉄
鋼
類
の
輸
入
が
で
き
な
-
な
り
へ
　
い
っ

ぽ
う
で
同
盟
国
よ
り
武
器
そ
の
他
多
数
の
注
文
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
に
わ
か
に

鉄
鋼
の
需
要
が
増
加
し
'
従
っ
て
諸
工
廠
の
注
文
が
続
々
来
る
よ
う
に
な
り
、
値
段
も
順
次
騰

貴
し
て
い
き
、
大
正
四
年
度
ま
で
の
在
庫
品
約
一
万
二
〇
〇
〇
駄
の
う
ち
、
九
五
〇
〇
駄
は
安

い
値
段
で
は
あ
っ
た
が
五
年
度
に
売
り
尽
-
し
た
。
ま
さ
に
稀
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

大
正
六
年
度
に
は
'
枝
光
製
鉄
所
か
ら
雲
伯
組
合
に
対
し
、
鉄
鋼
、
銑
鉄
を
合
わ
せ
て
二
八
〇

〇
屯
ず
つ
三
年
継
続
の
注
文
を
受
け
た
。
さ
ら
に
東
京
造
兵
廠
と
大
森
製
鋼
所
よ
り
一
五
六
〇

屯
の
注
文
を
受
け
た
。
東
京
造
兵
廠
は
数
十
年
来
の
得
意
先
で
あ
っ
た
の
で
'
1
五
〇
屯
だ
け

を
引
き
受
け
へ
大
森
製
鋼
所
の
注
文
は
お
断
り
し
た
。
呉
工
廠
か
ら
も
生
産
年
額
を
聞
い
て
き

た
が
、
生
産
量
の
す
べ
て
が
契
約
済
み
に
な
っ
て
お
り
、
余
分
の
製
品
が
な
い
た
め
断
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
生
産
規
模
を
半
分
に
す
る
計
画
を
一
年
延
期
し
て
お
け
ば
、
こ
の
好
機
に
際

し
、
大
き
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
と
'
い
ま
さ
ら
な
が
ら
に
惜
し
ん
だ
。
鉄
穴
は

半
減
し
、
労
働
者
は
半
数
を
解
雇
し
た
今
日
に
あ
り
て
は
致
し
方
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

大
正
六
年
の
立
ち
上
が
り
は
、
三
〇
余
年
間
に
お
い
て
稀
有
の
大
雪
で
、
都
賀
加
の
ご
と
き
は

電
柱
も
雪
に
隠
れ
た
ほ
ど
に
雪
が
積
も
っ
た
。
従
っ
て
鉄
穴
の
不
作
は
筆
舌
に
早
-
L
が
た
い

も
の
が
あ
っ
た
。
大
吉
鐘
は
幸
い
に
七
～
八
〇
〇
〇
駄
を
所
有
し
て
い
た
が
'
菅
谷
鐘
は
伯
書

の
浜
粉
鉄
五
〇
〇
〇
駄
を
買
い
入
れ
、
l
時
補
充
す
る
あ
り
さ
ま
で
'
営
業
上
の
困
難
は
想
像

の
限
り
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
大
正
五
年
以
降
、
欧
州
戦
乱
に
伴
い
'
価
格
は
し
だ
い

に
暴
騰
し
て
い
き
'
鉄
業
者
は
今
日
ま
で
稀
に
み
る
利
益
を
獲
得
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
田
部
家
の
時
代
分
析
に
は
、
具
体
的
な
数
値
も
添
付
し
て
い
る
の

で
、
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
「
鉄
鋼
値
段
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
玉
鋼
」
百

キ
ロ
は
、
大
正
五
年
1
四
～
1
七
円
で
あ
っ
た
が
、
六
年
に
は
二
1
-
二
四
円
、
七

年
に
は
四
三
円
五
〇
銭
～
四
六
円
と
暴
騰
し
て
い
る
。
「
特
種
銑
」
(
除
憐
)
百
キ
ロ

は
、
大
正
五
年
l
二
円
～
1
三
円
六
〇
銭
、
同
七
年
二
1
円
六
〇
銭
～
四
l
円
五
〇

銭
、
「
鍛
冶
屋
行
銑
本
日
」
百
キ
ロ
は
、
大
正
五
年
五
円
二
七
銭
～
六
円
一
六
銭
、

同
七
年
1
八
円
～
二
〇
円
八
五
銭
、
「
大
坂
為
登
鋼
十
買
入
二
束
二
付
」
は
、
大
正

五
年
二
〇
円
五
二
銭
～
三
〇
円
、
同
六
年
二
九
円
～
三
三
円
三
〇
銭
、
同
七
年
四
五

円
一
〇
銭
～
五
三
円
七
〇
銭
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
八
年
に
な
る
と
、
価
格
も
落

ち
着
い
て
き
た
。
同
年
六
月
に
は
玉
鋼
三
二
円
、
特
殊
銑
(
除
燐
)
二
四
円
で
あ
る
。

第
1
九
表
に
大
正
五
～
七
年
の
田
部
家
事
業
別
利
益
を
示
し
た
。
財
務
部
や
営
莱

部
の
具
体
的
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
営
業
部
は
小
作
米
の
販
売
、
鉄
の
販
売
を
含

む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
坂
出
店
は
鉄
の
大
坂
で
の
販
売
を
担
っ
て
い
た
。
八
重
瀧

福
田
の
製
炭
所
は
、
明
治
四
十
年
八
重
瀧
鐘
を
閉
鎖
し
て
以
降
、
製
炭
事
業
を
始
め

た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
の
時
期
で
は
あ
る
が
、
合
計
を
み
る
と
、
五
年
一
二
万

五
八
五
四
円
の
利
益
で
あ
る
の
に
対
し
、
七
年
に
は
二
三
万
七
一
八
四
円
と
五
年
の

ほ
ぼ
二
倍
の
利
益
を
得
て
い
る
。
田
郡
家
も
「
既
往
稀
二
見
ル
利
益
ヲ
獲
得
セ
-
」

と
記
し
て
い
る
。

第
二
〇
表
は
大
正
七
年
十
二
月
時
点
で
の
田
部
家
の
銀
行
諸
預
入
金
三
八
万
八
九

三
七
円
を
銀
行
ご
と
に
み
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
第
三
銀
行
や
大
坂
の
銀
行
な
ど
大

都
市
の
銀
行
を
中
心
に
し
て
預
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
松
江
銀
行
へ
の
預
け

入
れ
も
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
預
金
は
そ
の
後
多
少
は
債
券
や
株
式
へ
移
動
さ
れ
た
で
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あ
ろ
う
。

こ
の
時
期
の
好
景
気
は
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
た
た
ら
経
営
の
演

模
を
、
明
治
四
十
年
、
大
正
四
年
と
二
度
に
わ
た
り
縮
小
し
た
直
後
の
需
要
拡
大
で

あ
っ
た
た
め
、
注
文
に
応
じ
き
れ
な
か
っ
た
。
鉄
、
鋼
の
製
造
高
を
み
る
と
、
大
正

五
年
鉄
1
九
八
二
駄
、
鋼
l
六
八
三
駄
、
大
坂
為
登
銑
八
二
四
駄
で
あ
る
が
、
同
七

年
を
み
る
と
、
鉄
一
三
〇
七
駄
、
鋼
一
二
≡
駄
、
大
坂
為
登
銑
一
三
五
四
駄
で
あ

り
、
大
坂
為
登
銑
の
み
が
製
造
高
を
増
や
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

販
売
先
は
、
東
京
、
大
坂
、
松
江
、
山
元
に
分
け
ら
れ
る
が
、
呉
海
軍
工
廠
、
福

岡
製
鉄
所
、
東
京
鋼
材
株
式
会
社
、
日
本
高
速
度
鋼
株
式
会
社
、
京
都
川
那
部
相
場

鋳
鋼
所
、
東
京
日
本
特
種
鋼
合
資
会
社
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
大
正
九
年
以
降
戦
後
不
況
に
見
舞
わ
れ
、
た
た
ら
製
鉄
業
も
決
定
的
な

打
撃
を
受
け
た
。
「
明
治
三
拾
壱
年
　
旧
記
」
　
の
大
正
十
三
年
二
月
「
製
炭
事
業
開

始
二
就
テ
」
の
項
で
は
、
た
た
ら
製
鉄
業
は
鉄
鉱
石
に
よ
る
製
鉄
業
に
取
っ
て
代
ら

れ
る
と
冷
静
に
時
代
の
流
れ
を
見
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
是
迄
幾
度
か
の
浮
汰

二
堪
へ
今
日
迄
継
続
致
釆
候
も
世
の
進
歩
二
伴
ひ
、
製
鉄
術
之
進
歩
著
し
-
、
従
来

行
ひ
釆
候
姑
息
の
方
法
等
ニ
テ
ハ
如
何
と
も
す
る
能
は
す
」
と
い
う
。
さ
ら
に
「
加

之
最
近
治
水
問
題
」
が
日
増
し
に
や
か
ま
し
-
な
り
、
「
之
レ
が
為
め
原
料
た
る
砂

鉄
の
採
取
容
易
な
ら
さ
る
事
二
相
成
、
殊
二
欧
州
戦
乱
の
打
撃
」
、
す
な
わ
ち
軍
柿

の
流
れ
の
中
で
各
国
と
も
軍
艦
を
制
限
し
、
造
船
関
連
の
需
要
も
無
-
な
っ
て
い
っ

た
。
一
方
で
木
炭
な
ど
の
価
格
は
騰
貴
し
、
収
支
償
わ
な
-
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
り
、

や
む
を
得
ず
大
正
十
年
度
よ
り
鍍
鍛
冶
屋
の
事
業
を
半
減
し
、
「
補
足
事
業
と
し
て

普
通
木
炭
の
製
造
を
試
ミ
、
世
の
変
遷
を
観
望
せ
L
も
、
鉄
業
界
の
前
途
ハ
倍
二
暗

黒
に
し
て
、
到
底
近
き
将
来
二
曙
光
だ
も
認
む
へ
き
模
様
も
見
得
さ
る
に
拠
り
、
遺

憾
な
か
ら
大
正
拾
弐
年
度
末
」
を
も
っ
て
「
現
在
之
工
場
、
菅
谷
鐘
、
大
吉
鐘
、
形

谷
鍛
冶
屋
、
芦
谷
鍛
冶
屋
之
四
ヶ
所
ハ
断
然
廃
業
し
て
木
炭
専
業
に
従
事
ス
」
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
　
「
右
鉄
業
よ
り
木
炭
に
変
遷
せ
る
状
態
を
記
録
し
て
後
年
の

参
考
に
供
す
」
と
結
ん
で
い
る
。
「
後
年
の
参
考
に
供
す
」
と
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ

が
、
時
代
の
流
れ
を
見
な
が
ら
事
業
展
開
の
展
望
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
て
、
新
し

い
事
業
へ
の
意
欲
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

注

(
-
)
「
昭
和
十
二
年
所
有
土
地
諸
統
計
」
(
整
理
番
号
、
右
上
-
後
-
)

(
-
)
『
歴
史
地
理
』
第
二
十
九
巻
第
三
号
、
同
五
号
、
同
六
号
、
三
十
巻
第
ニ
ラ
、

同
二
号
。

(
-
)
『
鉄
山
秘
書
』
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。
『
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成
』
第
十

巻
の
「
解
題
」
に
そ
の
成
立
過
程
、
内
容
の
要
約
が
あ
る
。

(
4
)
　
こ
れ
は
帝
国
学
士
院
松
方
侯
爵
奨
学
金
補
助
に
対
す
る
報
告
と
し
て
「
農
業

経
済
研
究
」
に
掲
載
し
た
も
の
を
別
冊
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
十
三
年
に
は

こ
れ
に
筆
を
加
え
て
『
日
本
兵
農
史
論
』
(
有
斐
閣
)
　
に
「
出
雲
の
三
名
族
」
と

し
て
載
せ
て
い
る
。
十
七
年
に
は
第
四
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

(
-
)
『
国
民
経
済
雑
誌
』
(
六
l
巻
三
号
、
1
九
三
六
年
)
、
筆
者
は
こ
の
論
文
を
諸

岡
了
介
氏
に
よ
っ
て
御
教
示
い
た
だ
き
、
国
会
図
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ

か
ら
入
手
し
た
が
、
山
田
盛
太
郎
氏
の
著
書
(
五
五
～
五
六
頁
)
　
に
引
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
山
田
盛
太
郎
氏
は
、
平
井
泰
太
郎
氏
の
こ
の
論
文
に
塞

づ
き
、
田
部
家
の
構
成
の
特
徴
と
し
て
、
二
つ
の
方
式
を
指
摘
し
た
。
一
つ
は

「
厳
重
な
統
括
組
織
で
、
鉄
山
の
場
合
の
厳
烈
な
職
階
性
」
、
今
一
つ
は
「
厳
密
な

経
理
上
の
整
頓
」
で
あ
る
と
し
た
。
た
だ
し
か
し
、
山
田
氏
は
田
郡
家
の
「
経
営

簿
」
か
ら
も
家
業
の
経
営
を
徹
底
的
に
批
判
の
姐
上
に
載
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

平
井
氏
は
田
部
家
に
対
し
て
「
礼
節
」
を
保
ち
な
が
ら
経
営
上
の
帳
簿
類
至
高
-

評
価
し
て
い
る
。

(
-
)
　
(
-
)
『
掛
合
町
誌
』
　
l
二
三
頁
。

(
-
)
　
こ
の
文
書
は
現
在
田
部
家
で
も
所
在
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
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(
-
)
筆
者
の
質
問
に
対
し
、
井
上
氏
に
直
接
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
そ
の
根
拠
と

し
て
、
田
部
氏
が
多
賀
山
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
出
雲
尼
子
史
料
集
』
、

N
0
、
-
-
4
に
お
さ
め
て
あ
る
「
多
賀
山
通
読
同
家
系
図
案
」
に
田
辺
四
郎
左

衛
門
尉
・
田
辺
五
郎
兵
衛
な
ど
と
し
て
見
え
、
宗
左
衛
門
も
そ
の
系
譜
に
連
な
る

人
物
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
か
ら
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
S
)
『
掛
合
町
誌
』
一
二
四
頁
。

(
3
)
　
『
新
修
島
根
県
史
』
史
料
篇
(
古
代
・
中
世
)
　
四
六
六
貢
。
『
掛
合
町
誌
』
一

二
六
頁
で
も
、
田
部
家
文
書
「
永
禄
六
年
六
月
二
十
八
日
多
賀
山
通
定
宛
行
状
」

を
も
っ
て
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。

(
2
)
『
掛
合
町
誌
』
一
二
六
-
一
二
七
頁
。

(
3
)
木
村
信
幸
氏
「
備
後
国
多
賀
山
氏
の
基
本
的
性
格
」
(
『
芸
備
地
方
史
研
究
』

二
四
八
号
所
収
)
　
で
、
岸
田
裕
之
氏
の
講
演
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
。

(
3
)
『
近
世
製
鉄
史
論
』
　
l
九
七
二
、
三
1
書
房
、
2
-
-
頁
)
.

(
3
)
同
右
書
、
C
*
J
-
-
-
-
C
O
-
H
頁
。

(
S
)
田
部
家
所
蔵
文
書
「
天
明
五
巳
　
鉄
方
御
用
留
」
。

K
r
-
t
J
「
弘
化
四
年
　
御
用
留
」
　
の
二
月
「
乍
恐
御
内
々
御
願
申
上
御
事
」
に
、
過
去

を
振
り
返
っ
て
書
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
　
「
弘
化
四
年
　
御
用
留
」
　
で
は

「
寛
政
年
中
二
者
身
代
二
余
り
候
及
高
借
二
必
至
相
続
難
相
成
」
と
あ
る
が
、
寛

政
年
中
に
も
「
難
渋
」
　
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
2
)
麻
原
家
文
書
　
文
政
二
年
「
御
内
々
御
愁
訴
奉
申
上
御
事
」
(
整
理
番
号
1
-

一
-
四
-
三
)
.
鳥
谷
智
文
民
の
御
教
示
、
御
好
意
に
よ
っ
て
写
真
版
史
料
を
頂

い
た
。

(
2
)
鳥
谷
智
文
<
横
井
家
所
蔵
史
料
「
往
古
ヨ
-
鉄
方
御
用
留
抜
書
」
>
(
『
島
根
史

学
会
』
第
四
六
号
所
収
)

(
」
)
　
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
相
良
英
輔
「
近
世
後
期
松
江
藩
に
お
け
る
た
た
ら

の
生
産
と
流
通
」
　
(
『
た
た
ら
製
鉄
・
石
見
銀
山
と
地
域
社
会
』
所
収
)
　
を
参
照

い
た
だ
き
た
い
。

田
部
家
所
蔵
「
文
化
十
二
年
　
旧
記
」
。

(
2
)
田
部
家
文
書
、
整
理
番
号
右
上
2
前
4
-
2
2
。

田
部
家
所
蔵
「
弘
化
四
年
　
御
用
留
」
。

田
部
家
所
蔵
「
嘉
永
元
年
諸
家
督
書
出
帳
」
(
「
昭
和
十
二
年
所
有
土
地
諸
統

計
」
(
整
理
番
号
、
右
上
5
後
-
)
　
に
含
ま
れ
て
い
る
)
0

0
3
J
『
国
民
経
済
雑
誌
』
六
一
巻
三
号
、
一
九
三
六
年
。

(
S
)
『
経
済
評
論
』
三
月
号
(
一
五
巻
四
号
、
一
九
六
六
年
)
。

(
&
5
)
野
原
建
l
　
『
た
た
ら
製
鉄
業
史
の
研
究
』
　
1
四
四
貢
。

第
十
四
表
に
出
て
-
る
弓
谷
鐘
に
つ
い
て
は
、
志
津
見
ダ
ム
関
連
埋
蔵
文
化

財
発
掘
調
査
報
告
書
『
弓
谷
た
た
ら
』
　
　
　
　
　
年
-
月
、
飯
石
郡
頓
原
町
教

育
委
員
会
)
　
が
あ
る
。
考
古
学
的
な
分
析
の
み
な
ら
ず
、
『
新
修
島
根
県
史
　
史

料
編
六
』
や
田
部
家
文
書
「
鉄
方
御
用
留
」
　
(
島
根
県
立
図
書
館
蔵
の
コ
ピ
ー
)

な
ど
を
利
用
し
た
分
析
が
あ
る
。

(
8
)
田
部
家
文
書
「
明
治
三
拾
壱
年
　
旧
記
」
(
大
正
十
五
年
ま
で
記
述
)
。

(
8
)
望
ケ
谷
鐘
は
、
畑
村
に
あ
り
、
近
年
出
雲
市
文
化
財
課
の
努
力
に
よ
り
、
そ

の
　
「
金
屋
子
神
社
」
桐
と
多
-
の
棟
札
が
発
見
さ
れ
た
。
明
治
三
十
四
年
と
同
三

十
九
年
の
棟
札
に
は
　
「
本
願
　
田
部
長
右
衛
門
長
秋
」
と
あ
る
が
、
文
政
五
年

(
一
八
二
二
)
　
は
「
本
願
　
三
代
林
平
」
、
安
政
六
年
(
一
八
五
九
)
　
は
、
「
祭
主

樫
井
運
右
衛
門
」
、
明
治
十
二
年
は
「
本
願
　
大
野
英
宴
」
と
あ
る
。
鳥
谷
管

文
「
越
堂
鐘
・
掛
樋
鐘
・
聖
谷
鐘
の
歴
史
的
変
遷
」
　
(
『
田
儀
樫
井
家
た
た
ら
製

鉄
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
-
平
成
十
六
～
十
八
年
度
の
調
査
-
』
出
雲
市
教
育
委

員
会
)
　
に
よ
る
と
、
明
治
初
期
の
堂
ケ
谷
鐘
は
史
料
に
　
「
地
主
　
田
部
長
右
衛

門
・
樫
井
浩
造
、
稼
主
　
模
井
浩
造
」
と
あ
り
、
し
た
が
っ
て
堂
ケ
谷
鐘
は
田
部

長
右
衛
門
家
と
田
儀
横
井
家
と
の
共
同
購
入
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
し
て
い
る
。
そ

の
後
、
田
部
家
の
単
独
所
有
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

1(i



第1表　田部家嘉永元年(1848)田畑所有高

田 高 畑 高 計

飯石 郡吉 田村 1946斗790 29 7斗640 22 44 斗430

懸合村 402 6 60 48 16 0 4 50 82 0

松笠村 662 7 90 39 1 10 70 1 90 0

原 田村 387 88 0 4 1 65 0 4 29 53 0

多根村 507 7 10 75 2 10 5 82 92 0

中野村 517 9 10 150 5 7 0 6 68 48 0

粟谷村 25 670 2 12 0 2 7 79 0

六重村 60 98 0 5 82 0 66 80 0

川本村 103 2 70 37 24 0 140 5 10

深野村 819 42 0 86 05 0 9 05 47 0

曽木村 71 15 0 14 30 0 85 45 0

上 山村 18 76 0 3 79 0 22 55 0

民谷村 34 12 0 3 06 0 37 180

計 5559 1 10 80 4 72 0 6 3 63 8 30

仁多郡戟掛村 771 17 0 19 5 8 5 0 96 7 0 20

川内村 12 770 5 710 18 4 80

上阿井村 15 370 - 15 3 70

計 799 3 10 20 1 5 60 100 0 8 70

出雲郡下庄原村 鉄蔵 . 床 1 296 1 2 96

広瀬領入間村 235 5 8 1 8 148 24 3 7 29

穴見村 135 3 20 2 7 2 97 16 2 6 17

畑村 30 5 60 4 2 00 34 7 60

大路村 0 486 2 3 40 2 8 26

志津見村 126 3 24 2 2 1 68 148 4 92

計 528 2 71 6 4 1 53 59 2 4 24

総 計 688 6 6 91 1 07 1 7 29 7 958 42 0

出典　田部家文書「嘉永元年諸家督書出帳」 (「昭和12年所有土地諸統計」に綴じ込
んである。整理番号　右上5後3)
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第2表　嘉永元年(1848)田部家の田畑以外の資産

1.屋敷

町 屋 敷 此地鏡面割銀

(1) 吉田町 4反8畝13歩 82匁6分5度5毛 本町筋 但、内 1畝 10歩年季入

2畝16歩4度 9匁1分 川原町

計 5反0畝29歩4度 91匁7分5度5毛

(2) 仁多郡三沢町 754 歩 37匁7分

2_　温泉

場村　　　　　温泉壱ヶ所此運上面割銀　30匁

湯守御免屋敷　4畝歩

3.座物
酒造高　　此運上包丁銀

(1)御城下融通酒場壱軒　　　360石　101匁7分4厘　　公儀御鑑札表松江白潟町

(2)十八番御中融通酒場壱軒　396石　　430匁　　　　　公儀御鑑札表飯石郡吉田町

(3)室座三軒

運上面割銀

紺屋座壱軒

8 匁

8 匁

12 匁

2 匁 5 分

4.高瀬舟弐膿　　　　　4匁　　　　但、粟谷村舟場付

Hift!

(1)飯石郡中融通鉄穴

吉田村

外二

六重村

川手村

松笠村

上山村

多根村

懸合村

民谷村

計

嘉永元年申十二月流シ方御免

栗谷鉄穴

七番両所　　　廿番大谷　　廿六番菅原

九番鉄穴　　　十一番鉄穴　十四番鉄穴

十五番迫田　　十八番坂根

十九番鉄穴谷　廿二番延畑

廿一番狼場

(2)古志川落鉄穴

飯石郡原田村　3ヶ所

宮中村1

朝原村　2

仁多郡上阿井村1ヶ所

川内村　4
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(3)小鉄取上御免場所

場 所 運上包丁銀

1 ) 飯石郡懸合村川上より殿川内村迄 川中鉄場一筋 10匁

2 ) 同郡 深野村より下熊谷村迄 川中鉄場一筋 45

3 ) 同郡 栗谷村より伊茅村迄 川中鉄場一筋 30

4 ) 仁多郡石村より湯村迄 13

5 ) 大原郡西 日登村より里方村迄 20

6 ) 神門郡乙立村より西園村迄 20

7 ) 飯石郡宮中村境より村下境迄 2

8 ) 同郡 反部村上境より同村下境迄 2

(4)広瀬領こテ所持ノ鉄穴

運上銀計 無運上

1 ) 入間村 19 ヶ所御運上付 9 ヶ所計 36 匁 10 ヶ所

2 ) 竹 ノ尾村 11 ヶ所卸運上付 6 ヶ所計 28 匁 5

3 ) 民谷村 5 ヶ所御運上付 2 ヶ所計 8 匁 3

1

4 ) 花栗村 1 ヶ所 運上付 1 ヶ所計 16 匁

5 ) 下釆島村 半 ヶ所 運上付半 ヶ所計 8 匁

5 匁

6 ) 刀根村 1 ヶ所

7 ) 穴見村 4 ヶ所 運上付 1 ヶ所計 3

無運上

無運上

8 ) 畑村 本 口 17 ヶ所 運上付 127 匁75

3 匁

7 匁2.5

川 口 5 ヶ所

9 ) 志津見村 本 口 2 ヶ所 運上

川 口 1 ヶ所

川 中鉄場一筋 運上

6一　日部家所有村々鉄山

鉄　　　　　山

(1)吉田村

杉戸鉄山不残

芦谷鉄山不残

梅木鉄山不残

深野谷鉄山壱ヶ所

菅谷鉄山不残

大吉田鉄山不残

川尻鉄山不残

大乗鉄山壱ヶ所

大林鉄山不残

(2)懸合村

今谷鉄山壱ヶ所

大乗鉄山壱ヶ所

(3)松笠村　　村中鉄山不残

(4)原田村　　村中鉄山不残

(5)朝原村　　村申鉄山不残

(6)根披村　　鉄山1ヶ所

(7)加金田村　鉄山1ヶ所

(8)宮内村　　鉄山1ヶ所

19

21ヶ所

5ヶ所

12ヶ所

20ヶ所

11ヶ所



蝪川内村　鉄山1ヶ所

uO)里坊村　　鉄山1ヶ所

uカ　乙多田村　鉄山1ヶ所

u2)多根村

03)須所村
(II　中野村

(15)六重村

u6)川手村

仕7)深野村

u8)曽木村

n9)上山村

働

飢

鋤

脚

鋤

㈲

民谷村

村中鉄山不残

鉄山1ヶ所

大谷鉄山壱ヶ所

神子谷鉄山壱ヶ所

魚菅谷鉄山1ヶ所

魚責谷1里塚より焼炉谷物方川平鉄山不残

焼炉鉄山1ヶ所

宇月鉄山1ヶ所

奥原穴ヶ峠鉄山不残

三谷鉄山鉄山不残

曽木.明山.矢入鉄山不残

黒畑鉄山無残

小川内鉄山1ヶ所

宇山民谷鉄山不残

粟谷村

仁多郡川内村　大吉鉄山不残

堅田村　　鉄山1ヶ所

鴨倉村　　鉄山1ヶ所

上阿井村

福原

水越

水越鍋山北平

かまヶ谷山

向谷

はしかみ

吉原

山
　
山
　
山

鉄
銑
鉄

山
　
山
　
山

鉄
鉄
鉄

1ヶ所

1ヶ所

(此分年季入)

15ヶ所

7.広瀬御領二而所持鉄山

(1)竹ノ尾村　　竹ノ尾鉄山不残

(2)民谷村

(3)頓原村

(4)刀根村

(5)畑村

(6)大路村

(7)志津見村

(8)角井村

民谷鉄山不残

奥畑鉄山不残

村中鉄山不残

茅野鉄山不残

後山鉄山1ヶ所

畑村鉄山(但右後山茅野鉄山之外不残　此方模井運右衛門合持)

鉄山1ヶ所

村中鉄山不残

下山鉄山不残
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8.会戸鍛冶屋

r 鍛 冶 屋
(1) 吾田村

(2) 松笠村

(3) 朝原村

(4) 多根村

w m 吉田町鍛冶屋半軒

杉戸炉

郷城炉 1 ヶ所

大吉炉 (模井博一郎相吹)

八重瀧 1 ヶ所

炉 4 ヶ所 折合持 1 ヶ所

杉戸鍛冶屋半軒

瀧谷鍛冶屋半軒

茅野鍛冶屋半軒

(5) 曽木村

(6) 仁多郡川内村

虞瀬御領

(7) 竹ノ尾村

(8) 頓原村

公谷鍛冶屋半軒

奥佃鍛冶屋半軒

(9) 畑村 鍛冶屋半軒

計 鍛冶屋 3軒半

出典　第1表に同じ。
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第3表　田部家嘉永元年(1848)　安政5年(1858)の買得資産

屋敷

1.松江屋敷

㈹　末次米子町川平表13間半口

横町　　表8問半口
都合22間口入町並　家屋敷1ヶ所

(ロ)同町中屋敷　　表1間半口　　　　　　入町並　家屋敷1ヶ所

O　同町北屋敷　　表6問半口　　　　　　入町並　家屋敷1ヶ所

(i)白潟魚町東側　表3間半口　　　　　　入町並　家屋敷1ヶ所

2.飯石郡三刀屋町本町筋町屋敷　表口3問　裏口3間

二.室座2軒
運上面割銀　6匁

運上面割銀12匁

三.郷中融通酒場壱軒　但造石高144石　運上極丁銀430匁

四.小鍛冶屋一軒　　　但　　　　　　運上面割銀1匁

五.高瀬舟一腹(粟谷村舟場付)　　　運上面割銀2匁

六.鉄穴12ヶ所　　　　下三成村　後ヶ谷鉄穴

広瀬領入間村　加茂谷鉄穴

むしを谷鉄穴

刀根村　堤谷鉄穴

境ヶ谷鉄穴

志津見村　門場鉄穴

鉄井迫鉄穴

川買場8ヶ所

大路村　伴ノ田鉄穴

頓原村　奥畑井手谷鉄穴

黒がす鉄穴

門坂鉄穴

1ヶ所

公儀御鑑札表

三沢町半十

(無運上)

(無運上)

(無運上)

(無運上)

(運上銀3匁2歩7度)

(無運上)

(無運上)

(運上銀2匁)

(無運上)

(無運上)

(無運上)

七.鉄山腰林　吾田村腰林17ヶ所を合　計腰林47ヶ所

八.安政5年現在鐘鍛冶座操就業カ所

菅谷御車戸1ヶ所

核戸御節1ヶ所　　松笠村

吉田村

瀧谷御鍛冶屋半軒

中谷御鍛冶屋1ヶ所

吉田町御鍛冶屋半軒朝原村　江月谷御鍛冶屋半軒

芦谷御鍛冶屋1軒　曽木村　杉谷御鍛冶屋半軒

仁多郡川内村大吉炉1ヶ所

(樺井源兵衛と共有)

広瀬領竹ノ尾村八重瀧炉1ヶ所

広瀬領恩谷御鍛冶屋半軒

出典　昭和12年「土地所有諸統計」
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第4表　安政5年(1858)田部家村別田畑所有高

田 (斗) 畑 (斗) 計 (斗)

飯 石 郡 吉 田村 33 45 .5 00 3 27 .0 20 26 72 .5 20

掛 合 村 4 04 .3 10 4 9 .120 4 53 .4 30

曽 木 村 74 .4 40 12 .7 00 87 .140

上 山 村 18 .7 60 3 .7 90 22 .5 50

深 野 村 11 18 .3 10 14 6 .9 90 12 65 .3 00

六 重 村 77 .160 6 .2 00 8 3 .3 60

多 根 村 5 60 .3 80 8 5 .4 90 64 5 .8 70

松 笠 村 6 65 .6 00 4 1 .14 0 7 06 .74 0

原 田村 48 0 .2 30 4 9 .03 0 5 29 .2 60

民 谷村 3 4 .2 10 3 .06 0 3 7 .2 70

粟 谷村 25 .6 70 2 .12 0 2 7 .79 0

中野 村 63 1 .16 0 15 5 .1 10 78 6 .2 70

朝 原 村 4 7 .03 0 6 .79 0 5 3 .82 0

川 手 村 10 3 .25 0 3 7 .25 0 14 0 .50 0

川 手 村 嘉 八 共 有 3.94 0 0 .03 0 3.97 0

根 波 村 17.32 0 1 .26 0 18.58 0

計 6 60 7.27 0 92 7 .10 0 7 534 .37 0

仁 多 郡 上 阿井 村 13 .34 0 2 .03 0 15.37 0

鞍 掛 平 田村 77 1.17 0 19 5 .8 5 0 9 6 7.02 0

川 内村 12.77 0 5 .7 10 18 .48 0

計 79 9.3 10 203 .59 0 10 0 0.87 0

大 原 郡 大 東 村 6 48 .44 0 4 .28 0 6 5 2.72 0

意 宇 郡 玉 造 村 0 .93 1 0.93 1

出雲 郡 下 庄 原 村 1.29 6 1.296

広 瀬 領 穴 見 村 13 5.32 0 27 .29 7 162 .61 7

畑 村 30 .56 0 4 .20 0 34 .760

志 津 見 村 126 .324 22 .16 8 148 .4 9 2

計 2 9 2.69 0 56 .0 0 5 3 48 .69 5

総 計 83 4 7.71 0 1 19 1.17 9 95 38 .8 8 2

出典「安政五年話力督書出帳　御支配　田部長右衛門」 (「昭和12年所有土地諸統計」
に綴じ込み。理番号右上5後)
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第5表　田部家の安政5年以後明治5年まで買い増した山林

吉田村 7 ヶ所 千箭奥 腰林 1 ヶ所 元治元子12月 吾田村 忠右衛門より買入

千箭奥 腰林 1 ヶ所 元治 2丑 4 月 松江 大嶋伝左衛門より買入

上垣内東平 腰林 1 ヶ所 明治 2年 4 月 吉田村 林左衛門より買入

梅木柏尾向 腰林 1 ヶ所 明治 3年 8 月 吉田村 智久より買入

小松石 腰林 1 ヶ所 明治 4年末 坂根屋甲五郎より買入

外ニ三田原 山林 1 ヶ所 明治 4年末 坂根屋甲五郎より買入

宮 ノ下谷 山林 1 ヶ所 明治 4年末 坂根屋甲五郎より買入

掛合村沢田家ノ宮 腰林 1 ヶ所 元治元年 4月 吉田村 長寿寺より買入

原田村 3 ヶ所 中山東平 腰林 1 ヶ所 安政 6年 9月 原田村 覚三郎より買入

一 くれ林のいご杏谷 腰林 1 ヶ所 安政 6年11月 原田村 長作より買入

三坂風呂谷 腰林 1 ヶ所 安政 6年 9月 原田村 柳兵衛より買入

朝原村 3 ヶ所 大平113番 腰林 1 ヶ所 文久元年 4 月 朝原村 伊兵衛より買入

段火田毛83番 腰林 1 ヶ所 明治 3年 4月 朝原村 伝衛門より買入

家ノ奥85番 腰林 1 ヶ所 明治 3年 4 月 朝原村 伝衛門より買入

多根村 3 ヶ所増 腰林 4 ヶ所 万延元年10月 白築文十郎方替地減

迫田 腰林 1 ヶ所 万延元年10月 白築文十郎方替地増

篠 ケ峠 腰林 1 ヶ所 万延元年10月 自築文十郎方替地増

三百田山 腰林 1 ヶ所 元治 2年 2月 多根村 弥平より買入

巳ケ田ノ上 腰林 1 ヶ所 慶応 2年 2 月 多根村 伝十より買入

大田 腰林 1 ヶ所 明治 2年 4 月 多根村 林太より買入

築山杉山 腰林 1 ヶ所 元治 2 年 2 月 多根村 弥平より買入

巳ケ田ノ上 腰林 1 ヶ所 明治 2 年 5 月 多根村 伝十より買入

曽木村 3 ヶ所 西 ケ平家ノ上 腰林 1 ヶ所 慶応 4 年 4 月 上山村 万三郎より買入

蛇 ケ谷杉山 腰林 1 ヶ所 慶応 4 年 4 月 上山村 万三郎より買入

初牛 ケ平中山 2 ヶ所 慶応 4 年 4 月 上山村 万三郎より買入

大谷薪山 1 ヶ所 明治 4 年 4 月 上山村 万三郎より買入

仁多郡川内村 5 ヶ所 大谷 腰林 1 ヶ所 万延元年 8 月 川内村 喜右衛門より買入

乙社大谷古屋敷向 腰林 1 ヶ所 文久 3 年 3 月 川内村 喜右衛門より買入

野口家ノ奥 腰林 1 ヶ所 文久 3 年 3 月 川内村 松太郎より買入

麦谷原平 腰林 1 ヶ所 慶応 2 年 5 月 川内村 九兵衛より買入

大吉林 ケ谷東平 腰林 1 ヶ所 慶応 2 年 5 月 村 定次より買入

大原郡仁和寺村 中田家ノ向 山林 1 ヶ所 明治元年10月 仁和寺村 栄三郎より買入

出典「昭和12年所有土地諸統計」
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第6表　明治34年　田部家の資産内訳

職業 鉱業

財産総高 78万3000 円

(内訳)

地所現 時評価額 61万7481 円70.6

家屋 〝 5660 円

株券 〝 8000 円 額面 9000円 払込金7650 円

諸公債額面金 3 万5400 円

商 品諸財産積金 16万2958 円29 .6

土地の内訳とその評価額
反 別 地 価 地 租 評 価 額

田 31 1 町3 .1.2 8 .2 80 89 5 .円3 9 .7 2 67 9 .円2 4 2 02 23 8.円4 5

畑 113 町8 .8 .0 4 .4 103 2 5. 9 6 .0 3 4 1. 34 .9 2 06 5 1. 9 2

郡 村 宅 地 24 町9 .4 .2 3 .0 69 65 . 75 .4 2 29 . 9 2 .6 2 08 9 7. 16

市 街 地 宅 地 (10 63 坪 2 合) 3 2 1. 0 6 16 . 0 5 .4 16 05 . 3 0

温 泉 地 1 畝0 3 .0 52 . 6 7 1. 73 .8 3 16 . 0 9

大 阪 市 街 宅 地 (32 4 坪2 台 ) 2 68 . 8 0 8 . 8 7 .0 9C QQZb oo .

山 林 24 60 5 町6 .4 .2 2 100 83 . 3 3.6 3 32 . 64 .5 36 90 84 . 74

計 10 89 13 . 2 7.7 36 07 . 82 .2 6 174 8 1. 7 0

出典　「明治31年諸原伺届留」

第7表　大正15年3月田部家相続財産目録

財産 内訳 課税価格

田 (吉 田村外26か町村) 352 町9.9.03 0 ,9 77 ,9 12 円

畑 (吉田村外22か町村) 98 町7.9.14 0 ,1 03 ,8 28

宅地 (吉田町外24か市町村) 66124 坪540 0,1 6 1,5 92

鏡泉地 (仁多郡温泉村) 0 反1.03 0,0 00 ,5 26

山林 . 原野 (赤 名村 外26か町村) 249018 反8014 5,6 27 ,126

建 物 (住宅其他 , 吉 田村外 14か市 町村) 2762 坪19 0,04 5 ,7 24

株 券 (松 江銀行 株外 8 件) 1933 株

5450 億

0,054,9 52

公 債社債 (国庫証券外 2 件) 0,058 ,9 18

現 金 0,673,2 60

現米 (吉 田村外 11か町村) 0,065,4 00

鉄鋼 (松江市外20 ヶ所) 3519 駄 0,042,8 15

木炭 (黒炭 . 白炭) (吉田村外13か市町村) 27070 億 0,027,0 70

畜牛 (吉 田村外 14市 町村) 323 頭 0,026,44 0

局 5 頭 0,000,30 0

売懸金未収 0,026,75 7

小作債権 0,018,12 6

什器 0,100,00 0

計 8,010,74 6

控除 . 金額 (田地) 0,009 ,354

相続税課税価格 800万 1392円也 8,001,3 92

税額 0,496,555 .4 8 銭

出典　田部家「大正15年3月　旧記」 (「相続財産目録」大東税務署長)
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第8表　昭和12年1月現在　田部家村別地域別土地所有高

村名 田 畑 宅地 山

吉 田村 1143 反526 1 93 反514 244 30 坪40 7 4 179 反1.16

赤名 9 60 2 1 52 2 4 0 2 9 0 45 3 .0 1

来 島 158 4 17 19 3 17 28 34 7 8 4 706 6 .1 0

頓原 63 60 7 8 9 14 8 1 3 0 0 192 33 9 .1 2

志 々 55 42 1 15 5 14 93 0 7 1 29 75 7 0 .1 7

披多 234 5 17 37 30 5 4 60 2 4 4 17 22 1 8 .1 6

掛合 116 30 2 34 2 19 2 34 4 1 8 4 1 10 8 .2 3

多根 175 0 17 1 09 2 15 2 34 7 4 0 4 72 7 8 .0 5

松笠 203 6 14 5 1 6 16 3 07 7 0 8 19 174 7 .2

西須佐 24 422 18 92 5 36 9 2 0 7 20 6 5 .2 9

東須佐 3 19 4 24 109 02 8 4 80 6 9 7 180 4 3 0 .19

田井 336 5 22 123 72 9 6 38 9 6 6 34 538 5 .19

中野 201 0 23 5 7 00 4 2 66 9 8 7 3 18 0 1.2 3

飯石 10 7 09 7 5 15 52 8 4 3 5 5 4 .13

三刀屋 61 210 1 0 1 27 102 0 14 1 16 1.2 1

鍋山 9 20 1 24 5 10 20 6 0 0 3 3 74 1.2 5

三滞 148 3 13 6 2 7 10 3 94 4 0 8 6 6 76 5 .19

阿井 61 8 22 7 0 21 54 5 0 0 4 4 55 7.2 1

温泉 0 726 30 1 6 3 74 2.0 6

斐伊 59 2.19

佐世 102 4 27 18 7 24 6 72 26 55 5.10

大東 90 712 13 2 27 1 10 1 68 18 4 .24

海潮 ll Oi l 0 712 0 0 .0 1

春殖 2 3.12

宍道 104 0 0

玉造 3 310 33 0 0 3 9 .03

乙立 0 82 5

今市 0 22 5

荘原 15 92 5 1 228

伊波野 102 4 19 5 22 5 59 4 0 0

出西 31 00 2 2 5 11

飯梨 5 324 1 4 .0 2

広瀬 293 4 .2 9

松 江 7 筆 106 3 2 0

大阪 7 筆 325 8 6

計 369 6 6 05 9 3 5 40 3 66 72 9 3 8 2 47 31 2 6 .0 3

出典「昭和十二年　所有土地諸統計」 (整理番号右上5後3)
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第9表　田部家年次別たたら数と総吹鉄高

年次 たた ら数 年 間総 代数 ※ 吹鉄総数 (駄)

文政 9 (182 6) 4 2 28 708 8

12 (182 9) 5 28 5 9 13 9

天保 2 (183 1) 7 34 9 1 119 4

4 ( 1833 ) 3 2 21 7 86 3

10 ( 18 3 9) 4 18 7 6 63 5

ll ( 18 40 ) 5 194 5 95 3

弘化 2 (1845 ) 4 1 97 6 74 3

4 ( 18 4 7) 5 2 10 7 02 2

嘉永 5 (18 52 ) 5 25 7 9 58 1

6 (18 53 ) 5 28 4 10 18 0

7 (18 54 ) 5 3 18 11 34 6

安政 2 (18 55 ) 5 20 8 7 698

3 (18 56 ) 5 24 5 8 9 18

4 (18 57 ) 5 25 0 9 264

6 (18 59 ) 6 298 114 9 1

万延元 (1860 ) 5 29 3 12 01 7

文久元 (186 1) 6 28 1 11 12 1

2 (18 62 ) 6 26 5 103 03

3 (18 63 ) 6 284 110 90

元治元 (1864 ) 6 25 9 93 24

慶応元 (1865 ) 7 33 2 11 354

2 (18 66 ) 7 27 7 9 094

3 (18 67 ) 7 33 9 104 56

明治 2 (18 69 ) 7 3 12 10 978

3 (18 70 ) 7 3 10 11 62 5

4 (18 7 1) 7 26 4 9 56 2

※代数とは操業回数のこと

出典　田部家文書「文政9年以降鐘方勘定出目銀座写」 (整理番号右上2前
4-22
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第10表　菅谷鐘の年次別生産高と利益

年 次 代 数 吹鉄 (敬 )
吹 鉄 内訳

代 銀 (貫 匁 ) 利 益 (貫 匁 )
鍋 (敬 ) 秩 (敬 ) 雑 (臥 )

.文 政 9 (18 26 ) 90 26 05 .0 4 16 .7 158 2 .0 606 .14 118 .9 08 .6 3 9.25 7.5 1

12 (18 29) 82 23 63 .8 4 25 .1 12 54 .0 684 .4 7 105 .5 80 .7 2 7 .10 5 .2 1

天保 2 (183 1) 8 7 224 2 .4 63 4 .8 76 0 .7 8 46 .88 100 .8 07 .7 19 .49 9.56

4 (183 3) 8 7 2 14 0 .6 63 4 .0 78 0 .5 726 .10 92 .9 92 .7 15.47 6.93

10 (183 9) 8 1 254 9 .8 1 99 .9 183 3 .4 92 1.50 92 .8 47 .9 2 3.05 6.5 1

ll (184 0) 55 15 65 .7 3 7 1.0 8 5 1.4 3 43 .28 66 .9 23 .7 6 5.74 7.60

弘化 2 (184 5) 47 16 55 .9 33 0 .3 100 3 .6 3 22 .00 146 .6 7 1.8 6 8.96 5.38

4 (184 7) 52 17 65 .8 44 2 .6 96 3 .8 3 59 .3 8 162 .7 13 .5 8 8.78 3.77

嘉 永 5 (185 2) 29 15 53 .0 6 1 .4 126 0 .0 23 1.6 2 80 .6 66 .2 19.39 9.52

6 (185 3) 75 28 58 .0 54 9 .8 17 15 .3 592 .8 8 175 .3 93 .6 7 6.35 3.58

7 (185 4 ) 74 29 06 .5 5 22 .0 178 4 .0 600 .51 18 1.147 .2 5 8.78 1.53

安政 2 (185 5) 54 224 5 .4 3.1 140 2 .3 4 04 .20 129 .5 68 .0 4 1.28 0.94

3 (185 6) 59 243 0 .3 3 20 .1 17 2 1.8 3 88 .50 153 .3 69 .9 7 1.03 3.7 1

4 (185 7) 70 27 50 .8 34 4 .0 199 0 .6 4 16 .26 2 06 .0 68 .0 10 6.58 3.44

6 (18 59) 72 29 89 .1 36 1.0 218 9 .2 4 38 .86 182 .9 84 .2 6 0.18 4.89

万 延 元 (186 0) 84 33 6 1.3 60 6 .1 21 1 1.2 644 .01 2 24 .6 06 .3 8 3.76 9.4 1

文久 元 (186 1) 68 283 8 .7 32 5 .4 21 17 .8 3 95 .50 2 06 .7 82 .7 3 6.454 .l l

2 (186 2) 54 22 09 .8 40 1 .5 14 10 .1 3 98 .18 2 07 .3 24 .8 9 5.15 1.78

3 (186 3) 52 20 90 .6 45 2 .9 134 4 .3 293 .4 0 24 9 .3 82 .6 134 .42 1.50

元治 元 (186 4 ) 50 203 4 .1 39 8 .0 118 6 .9 4 49 .23 44 0 .8 84 .4 2 9 9.86 7.79

慶応 元 (186 5) 62 210 6 .6 45 4 .3 13 18 .5 3 33 .8 0 5 26 .8 70 .5 3 15.34 1.36

2 (186 6J 52 199 8 .5 3 77 .6 128 4 .0 3 36 .8 8 4 99 .4 19 .2 2 4 3.33 9.60

3 (186 7) 6 1 21 20 .3 48 2 .3 10 20 .2 6 1 7.8 4 3 72 .5 35 .3 1 11.65 3.69

明治 2 (186 9) 66 213 0 .9 59 2 .8 93 2 .5 605 .63 4 80 .9 53 .0 16 1.524 .23

3 (18 70) 64 26 6 1.5 5 72 .8 105 2 .1 536 .55 9 1.9 64 .1 3 6.36 7.24

4 (18 71 ) 57 198 3 .5 38 8 .4 10 70 .8 524 .2 3 160 .7 90 .7 7 7.93 0.59

出典　田部家文書「文政9年以降鍍方勘定出目銀座写」 (整理番号右上2前4-22)
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第11表　　天保5年(午) 3月

吉田町鍛冶屋山内宗旨別寺別人数

鍛冶屋主　田部五右衛門

宗旨別寺名 男 女 計

147 119 266

内

禅宗 96

真宗 170

禅宗の内訳

禅宗 長寿寺 14 12 26

桂昌庵 26 26 &2

宗円寺 6 6 12

妙楽寺 2 3 5

善福寺 1 0 1

真宗の内訳

真宗 円寿寺 73 53 126

西福寺 3 7 10

万行寺 7 3 10

善徳寺 7 5 12

福泉坊 6 2 8

明泉寺 2 2 4

田部家文書

第13表

吉田町鍛冶屋山内人口の変遷

男 女 計

文政 9 12 7 93 2 20

10 130 95 225

l l 133 99 2 32

12 134 104 2 38

13 142 11 1 2 53

天保 4 1 45 1 1 1 2 56

5 1 47 1 19 2 66

7 1 52 1 28 2 80

8 1 54 1 28 2 82

9 13 8 1 17 2 55

10 13 2 1 14 24 6

ll 13 4 1 16 25 0

田郡家文書
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第12表　　天保8年(酉) 4月

吉田町鍛冶屋山内宗旨別寺別人数

鍛冶屋主　田部長右衛門

宗旨別寺名 男 女 計

154 128 282

内

禅宗 55 48 103

真宗 99 80 179

禅宗の内訳

禅宗 長寿寺 13 8 21

桂昌庵 32 28 60

宗円寺 6 9 15

妙楽寺 3 3 6

善福寺 1 0 1

真宗の内訳

真宗 円寿寺 72 60 132

西福寺 5 6 ll

万行寺 7 3 10

善徳寺 7 6 13

福泉坊 6 2 8

明泉寺 2 3 4

田郡家文書
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